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1. はじめに

　弊社は、「食」の生産・販売に関わる「衛生リ
スクマネジメント」サービスを提供する専門企業
として、世界最大級のフードサービス企業専用工
場における「食品製造ラインの衛生・洗浄サービ
ス」で、2021 年 7 月に日本初の ISO22000：2018
認証を取得しました i。
　この認証取得にあたっては、「食品安全マネジ
メントシステム」の構築に 5 年近い年月を要しま
したが、最も困難な課題であったのは、「衛生」
や「洗浄」作業には客観的な評価基準（何を持っ
て「良」とするのか ?）が存在しないことで、そ
のため、「清浄度管理基準」や「標準作業手順」、

「PDCA サイクルマネジメントシステム」など独
自のマネジメントの仕組みを一から開発してきま
した。
　今回の連載では、弊社のマネジメントシステム
やトレーニングプログラムをもとにして、食品製
造に関わる多くの企業・工場で、衛生管理システ
ムやトレーニングプログラムなどを作成する際、
開発の参考としていただけるであろう内容を中心
にご紹介していきます。

　筆者は、以前ある食品企業のトップから「何故
そんなに衛生管理にこだわるのか ? その原動力は
何か ?」と問われたことがありますが、これには、

筆者自身の個人的体験が大変強く関わっていま
す。筆者は、かつて食中毒（A 型肝炎 ii）に罹患し、
初期対応が悪かったため劇症肝炎に近い状態まで
重症化させてしまい、結果的に 3 カ月以上の入院
生活を余儀なくされました。幸運なことに、筆者
の場合、後遺症は一切残らず元通りの生活の戻る
ことができましたが、中には食中毒で不幸にして
亡くなる人や後遺症に苦しめられ続ける人もいま
す。この時の体験、特に「なんで俺がこんな目に
遭わなきゃならないんだ !」という怒りや絶望感
の記憶が、「食の安全」へのこだわりの元にある
のだろうと考えています。おそらく、筆者と同じ
ような体験をした人たちの多くは、同様の感情を
持つのではないでしょうか。
　食中毒や異物混入など食品事故防止のため、「衛
生管理の徹底は食品事業に関わる企業や人にとっ
て当然の責任」との考えに大半の方々は同意され
るでしょう。しかし、実際のビジネスの局面では、

「忙しいから」「今までこれで事故がなかったから」
「そこまで費用をかける必要ない」など、残念な
発言（=「建前」ではない「本音」）を少なから
ず耳にすることがあります。
　食品事業にとって、衛生管理は重要な「リスク
マネジメント」です。「食」の衛生管理は、その
まま放置されたり十分な対策が取られないと事故
につながる可能性がある「ハザード」を、除去や
排除したり、制御することで事故の発生を防止す
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る「安全バリア」の役割を果たすものです。「今
まで事故がなかった」からではなく、万一事故が
発生した際に考えられる影響や、企業やブランド
が被るであろうダメージの可能性を全て評価し、
事故発生を防止するために有効な施策（例えば、
リスク要因の排除やコントロールなど）を実行す
る（= 予防的管理）ことが、企業と事業を守るた
めに求められる重大な経営的判
断です（図 1）。
　食品事故を起こしたため潰れ
たり、事業を縮小せざるを得な
かった企業の例はいくつもあり
ます。したがって、食品事故防
止は消費者のためであるだけで
なく、企業を守り、雇用を守る
ため、最も重要な経営課題であ
ることを、経営トップから一般
社員までが「自分ごと」として
自覚すること、これが「食」の
安全を実現するため、まずもっ
て求められています。

2.「衛生」管理とは

　「食」の安全を守るために、最も重要なことは
「清潔」を実現することです。そのための衛生管
理の中心的活動は、多くの場合「清掃」と呼ばれ
ていますが、筆者は、この「清掃（もしくは掃除）」
といった名称は適切ではないと考えています。何

図１　「安全バリア」としての衛生管理
吉田一雄・長崎晋也著「安全学入門」をもとに作成
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故なら、衛生管理とは、食品の製造や保管、流通、
販売にふさわしい衛生的な環境を創り、維持する
ことであり、「清掃」はその衛生的な環境を作る
ための重要な「手段（= 行為）」の一つとして位
置付けられるもの iii です。したがって、弊社では、

「清掃」ではなくその役割を明確にするために、「衛
生」作業と定義すべきと考えています（図 2）。
　作業として「清掃」を考えると、評価基準は「やっ
たか」「やってないか」の「行為」評価（よく見
かける「○×」で作業の実施確認する“チェック
リスト”が典型的な例）で、その作業の本来の「目
的」であるべき「必要な衛生状態 = 清潔」を達
成したかどうかの評価ではありません。弊社の考
える「衛生」作業とは、それぞれの対象箇所に必
要な「清浄度」を設定し、その清浄度を達成でき
ることが検証された作業を意味しています。した
がって「衛生」作業とは、清掃と洗
浄、殺菌の全てを包括した高次の概
念 iv であると言えます。
　「目的」は「清潔」で、「清掃」や「殺
菌」はその目的を実現するための「手
段」です。「手段」と「目的」を混
同したり、「手段」を「目的」化さ
せることがないよう、役割りを明確
にすることが重要です（図 3）。
　写真 1・2は、弊社の考える「清掃」
と「衛生」の違いを端的に表してい
ます。この 2 枚の写真は、ある玉子
焼き専門工場が清掃を委託した清掃
会社の作業を撮影したものです。写
真1では、分解したパイプやストレー

ナーなどを床面に直置きしていますが、この後、
これらのパーツ類は床の上で洗浄されました。洗
浄を「作業（= 行為）」として考えると、長いパ
イプなどは床の上で洗浄した方が作業は楽で、効
率的かもしれません。しかし、洗浄を必要な清浄
度を達成するための「衛生」作業として考えるな
ら、衛生管理上で重要なパイプやストレーナーな
どを、汚染された床の上に直置きしたり、床から
の汚水の跳ね返りで再汚染する可能性のある場所
で洗浄することなど論外でしょう。
　写真 2 では、作業者に関連して多くの問題点
があります。例えば、ユニフォームが汚れてい
る、袖をたくしあげて素肌が露出している、手袋
をせず素手で組み立てを行なっている等々、いく
つもの問題点を指摘することができますが、弊社
では、これらの問題以上に重大な問題は、ゴミカ

作業としての「清掃」 「食」の安全を守る「衛生」作業
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図２　「清掃」と「衛生」作業の違い

図３　食品衛生「７S」が支える食品安全の概念
米虫節夫「食の安全を究める食品衛生7S」を参考に作成
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ゴの上で配管の組み立てを行
なっていることだと考えてい
ます。「新しいビニール袋に交
換してきれいだから良いじゃ
ないか」との反論もあるでしょ
うが、例えビニール袋を新し
いものと交換していたとして
も、ゴミカゴは汚染物です。
汚染物の上で、清潔でなけれ
ばならないパーツの組み立て
を行なって何の疑問も感じな
い「感覚」こそが重要な問題
です。こうした組立て作業の
ためには、ワークテーブルな
ど作業用スペースをきちんと
準備するべきです。なお、ワー
クテーブルの上で配管やパーツ類などを組み立て
る場合、まず組み立て場所を洗浄してから、アル
コールで清拭。組み立て作業者は、手袋を新しい
ものと交換し、手にアルコールをスプレーしてか
ら組み立て作業を開始します。

　清掃作業は、食品製造の現場ではしばしば「後
片付け」の一部として扱われています。そのため、

「今日は忙しかったから」「人がいないから」など
を理由に、決められた作業を端折ってしまうよう
な危険性があります。
　弊社では、「衛生」作業は「生産の第一工程」
であると考えています。食品安全にとって最も重
要なことは、食品の安全を担保する「清潔」を実
現することです。そのためには、見た目の“きれ
いさ”判断ではなく、効果が科学的に検証された
衛生作業の「標準作業手順」を正しく実行し、そ
の結果を科学的に測定・評価、その結果をまた衛
生作業に反映させる“マネジメントループ”が必
要です。
　衛生作業の手順を正しく実行することは、時に
は“ムダ”に思えたり、余計な“負担”や“過剰”
と感じることもあるはずです。しかし、「食」の
安全を実現するために、そうした無駄や過剰な負
担と思えることでも、必要なことをしっかりとや
り切ること。また、トップから一般スタッフまで

が、それを“当然のこと”として肯定的に受け入
れる、企業の「食品安全文化」を醸成することが
最も重要なことであると考えています（図 4）。

i	 2024 年 5 月現在、全国４か所の工場で認証を取得
済み（https://www.socs-mss.com）。

ii		「A 型肝炎は A 型肝炎ウイルス（HAV）による一
過性の感染症です。…ヒトからヒトへの直接的な
接触（糞口感染）、または汚染された食品や水の摂
取によって感染します。冷凍してもウイルスは不
活化されず、氷や冷凍食品を介して感染する可能
性があります。」（厚生労働省検疫所ホームページ）

iii	「食品衛生７S」では「食品産業では「清潔」が最
も重要な目的となる…この「清潔」を得るために
行う作業が「清掃・洗浄・殺菌」である。また、
清掃などを行いやすくするが「整理・整頓」だ」

（米虫節夫編著「食の安全を究める食品衛生７S」）
と考えられているが、筆者もこの意見に賛同する。
しかし、一般的な「清掃」の印象や概念による誤っ
た理解を避け、これら習慣的な考え方との違いを
明確にするため、弊社では「清掃」ではなく「衛生」
の表現の方がふさわしいと考えている。

iv	食品衛生７S では「清掃を拡大解釈し、清掃・洗浄・
殺菌に分ける。乾燥状態でする掃除にあたる清掃、
湿潤状態でする掃除にあたる洗浄、微生物を直接
制御する殺菌である」（米虫節夫「食の安全を究め
る食品衛生７S」）とされているが、弊社では、必
要な清浄度の達成のための全ての「行動（＝清掃・
洗浄・殺菌）」を 1 つの「衛生」という概念にまと
めた。

図4　食品安全の構造
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1.「食」の安全は「清潔」が保障する

　『食の安全を守るために「清潔」が重要である』
―「食」に関わる人であれば、この考えに異論を
唱える人はいないでしょう。しかし、では「清潔」
とは何か、と問われるとなかなか明確な定義が見
つかりません。
　「清潔」を国語辞典で調べると『汚れのないこと。
きれいなこと。また、そのさま』i と定義されて
いますが、「食」の安全においては、「清潔」とは
どのような“こと”（もしくは“状態”）なのでしょ
うか。
　食品衛生 7S では、清潔とは「微生物レベルの
清潔さであり、病原菌などのハザード（危害要因）
が、一定程度のレベル以下であること」ii と説明
されていますが、この定義をもとに考えると、「清
潔」とは「ハザード」をどのように定義するかに
関わっていると言えます。視点を変えると、「清潔」
とは、製造環境に関連するハザードが、問題を発
生させない適切なレベルでコントロールされてい
る状態であると言えます。

　ハザードは、食品衛生の分野では『健康への悪
影響を引き起こす可能性のある食品中に存在する
生物的・化学的または物理的要因』iii と定義され
ますが、筆者は、この定義は「食」の安全にとっ
ては不十分であると考えています。何故なら、「ハ

ザード」の定義を「リスクが生ずる原因となるも
の」もしくは「危険を発生させる根源となるもの、
もしくは発生の可能性を高める状況」と考えると、
ハザードは「食品中に存在する」生物的・化学的
また物理的要因だけでなく、そうした危害要因を
保持・残存、または増大させる可能性や、もしく
は危害要因が食品と接する機会を提供する、「環
境」そのものも重大なハザードとして予防的管理
の対象にする必要があると考えるからです。
　しかし、多くの場合、製造環境の管理の重要性
や「環境」が食品安全に与える影響は、CCP 管
理の重要性と比較すると“不当”に過小評価され
てきました。「食品の変敗の原因の 90% は食品製
造工場の空中浮遊微生物であり、その空中浮遊微
生物は食品工場の床や側溝などより分散されてい
るから、床や側溝を殺菌することにより空中浮遊
微生物は著しく減少する」iv と、食品の安全に対
する製造環境の影響の重さを指摘する意見があり
ます。
　図 1 は、工場内で汚染はどのように発生し、
転移（もしくは拡散）するかを示したものです。
食品への汚染は、原料由来を除外すると、食品と
直接接触するポイント（①製造ライン・器具の食
品接触面、②作業者とそのユニフォーム、③空
気環境 = 空中浮遊菌と落下菌）で発生しますが、
重要な問題は、これらの食品接触ポイントの汚染
はどこから来るのか、何故接触ポイントが汚染さ
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れるのかということです。図 1 で分かるように、
接触ポイントの汚染の多くは、製造環境の汚染の
を直接、もしくは間接的（人や道具、空気を介した）
な原因として発生しており、このことから、製造
環境は重大なハザードとして管理される必要があ
ることが分かります。

　日常生活の中では、清潔とは見た目の綺麗さで
判断されますが、食品安全にとっての「清潔」とは、
前述の通り、食品の安全を担保できるレベルに適
切にハザードが管理された「環境」の状態を意味
します。具体的な例をあげると、見た目に汚れが
残っていないだけでなく、食中毒の原因となる“微
生物（生物的ハザード）”もきちんと殺菌されて
いる、“不必要な薬品や殺菌剤（化学的ハザード）”
も残留していない、“毛髪や金属片（物理的ハザー
ド）”も食品接触ポイントに存在しない、このよ
うにハザードが適切にコントロールされた安全を
担保できる環境が「清潔」です。
　しかし、例え完璧に製造工程管理がなされたと
しても、その製造を行う環境（= 空気環境を含む

製造エリア内の環境）や製造機器が清潔な状態に
維持されていなければ、そこで製造される食品の
安全が担保されないことは自明の理です。

　製造環境を清潔にするためには「衛生作業（清
掃・洗浄・殺菌）」v が必要ですが、この衛生作
業の対象となる「汚れ」とは何か、「汚れ」をど
のように定義するかが極めて重要です。
　一般的には「ゴミ」や「ホコリ」、「残渣」など、

“見えるもの”が汚れとして扱われますが、「食」
の安全にとって、「汚れ」とはそれ自体が危害要
因となるもの（例えば、毛髪やビニール片、衛生
害虫など）は当然ですが、それだけでなく、危害
要因を保持もしくは増大させる可能性のあるもの

（例えば、目視では判別できない機械表面への油
脂成分の残留や、機械の裏側に付着した残渣など）
も「汚れ」として衛生作業の対象とします（写真
1、2、3）。
　「汚れ」とは、ものの“種類”ではなく存在す
る“状態”です（例えば、ゴキブリのように“存
在”そのものが“悪”であるようなものは例外）。

図１　工場内での二次的汚染の発生経路
藤田八束『空中浮遊菌の殺菌』をもとにSOCSマネジメントシステムズ㈱で作成
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一例をあげると、同じ肉でも、冷蔵庫に保管され
ていたり生産中のライン上にあるものは“原材料”
ですが、生産終了後のライン上に放置されていた
り床に落ちているものは“汚れ”です。言い方を
変えると、「汚れ」と言う何か特別なモノがある
訳ではなく、「汚れ」とは「そこにあってはいけ
ないもの」と定義することができます。「食」の

安全を担保するためには、目に見えるものだけで
なく、目に見えない「汚れ」もきちんと除去して、

「清潔」を作ることが必要です。

2. 「清浄度管理基準」で「清潔」を管理する

　「清潔」は、日常生活の中では、主観的な価値

写真1　ラインの機器内に洗浄不足で油が残
　　　  っている

写真3　冷蔵庫の下から掻き出した
　　　  ゴミ汚れを見えない所へ隠し
　　　  ていた

写真2　ライン上の架台裏側に堆積
　　　  した汚れ

図2　清浄度管理のシステムフロー

企業/ 工場のあるべき姿を共有する

ハザード/ リスク分析・評価

サニテーション作業実施

効果測定（清浄度管理基準）

定期インスペクションの実施
（目視検査・拭き取り＆ATP検査）

基準逸脱への是正計画

オペレーションマネジメント

コーポレート ビジョン（私たちの約束）

ヒューマン リレーションズ

清浄度管理基準の設定

Plan

Do

Check

Management

管理基準値の妥当性評価

サニテーション改善会議

基準逸脱への是正実施

Action

サニテーションマネジメント
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基準で評価されるもので、“私の清潔”と“あな
たの清潔”が同じであるとは限りません。しかし

「食」の安全を実現するためには、自分の会社（工
場）では、どのようなレベルの「清潔」な状態・
条件が必要か、客観的で評価可能な共通の評価基
準を決める必要があります。
　図 2 は、弊社の食品安全マネジメントのシス
テム図（図 2）ですが、この図で分かる通り、食
品安全マネジメントのスタートは、その企業（工
場）に必要な「清潔」レベルの客観的な管理基準
=「清浄度管理基準」（表 1）を設定することか
ら始まります。
　食品衛生に必要な「清潔」レベルは、それぞれ
の企業（工場）により異なります。なぜなら、そ
こで生産される製品も、製造環境や流通・保管条

件も、それぞれの企業（工場）によって異なりま
す。また、同じ工場で生産する場合でも製品によ
り条件が異なる場合もあります。すべての企業（工
場）に共通する“絶対基準”は存在しません vi。
　では、目標とする「清潔」レベルはどの程度が
適切なのでしょうか？高ければ高い方が良いので
しょうか ?　例えば、ATP 検査で 50RLU 以下、
拭き取り検査で一般成菌数 100 以下など、非常に
高いハードルを設定している例も見かけますが、
筆者の私見ですが、クリーンルームは別として、
一般的な製造環境では、必要以上に高い基準を設
定する必要性とその効果には懐疑的です。すべて
の企業（工場）は営利事業です。したがって、衛
生管理と言えども、限られた経営資源（ヒト、モノ、
金、時間）を効果的に活用して最大の成果を生む

表1　清浄度管理基準（スタンダードモデル）

清浄度
レベル

管理基準値 
（RLU） 測定基準 定義および条件 対象範囲の例 管理基準逸脱時の

アクションスタンダード

7 100 殺菌洗浄後　
每回実施

アレルゲン対策洗浄後に、
アレルゲン物質の残存がな
いことを検証する

アレルゲン物質の完全除去
が必要なFCS

対象範囲全体を再洗浄後、 
再検査。管理基準値を達成
するまで繰り返す

6 300 殺菌洗浄後　
每回実施

製品 半製品もしくは原材
料が直接接触する部分のう
ち、 機器組み立て後はアル
コール殺菌できないもの

充填機の内部パーツ （ロー
ター、充填ホースなど）

対象範囲全体を再洗浄後、 
再検査。 管理基準値を達
成するまで繰り返す

5 500 毎週1回
〜每回実施

製品 半製品もしくは原材
料が直接接触する部分のう
ち、 機器組み立て後にアル
コール殺菌可能なもの

まな板、 製品・原材料が直
接接触するコンペアベルト、 
充填機ホッパー 吐出口、 
カッター（刃）など

対象範囲内で測定箇所を
変更して再検査。管理基準
値逸脱の場合は対象範囲
全体 を再洗浄する

4 1500 毎週1回

製品 半製品もしくは原材料
には直接接触しないが、 こ
れらの衛生状態に影響を与
える可能性が大きいもの

ベルトコンベア（表面）、ワー
クテーブル（トップ）、 製造ラ
イン上にオーバーハングす
る機器外面、 製造機器類
のスイッ チ操作パネル

対象範囲内で測定箇所を
変更して再検査。管理基準
値を200%以上逸脱の場
合は 対象範囲全体を再洗
浄する

3 3000 毎週1回
〜每回実施

製造ラインの衛生状況に影
響を与える可能性のあるも
の

ライン上の機器類（充填機、 
カッターなど） の外面、コン
ペア脚部、ドア取手

対 象 範 囲 の 再 拭 き 上
げ。 翌日作業時に再検
査実施し、 RLU 5000
以 上 の 場 合は対  象 範
囲のCM （Cor r ec t i ve 
Maintenance） の実施

2 視覚的に
汚れがない 毎月1回

製造ラインの衛生状態に直
接影響を与える可能性があ
り、製造環境の維持に重要
なもの。 作業者が直接手で
触れる可能性のある範囲

床、壁面 （床上180cmま
で）天井配管、コンペア・ 
ワークテーブル脚部、ライン
外の機器類、 空調機フィル
ター

対象範囲のCM（Corrective 
Maintenance）の実施

1 残渣や汚れ
の堆積がない 毎月1回

製造ラインの衛生状態に直
接的な影響を与える可能性
は少ないが、 バイオフィル
ム・衛生害虫の発生原因と
なる可能性がある。 作業者
が直接手で触れる可能性
のないもの

床、壁面 （床上180cm以
上）天井配管、排水溝 グ
レーチング、機器類の下 裏
側、

対象範囲のCM（Corrective 
Maintenance）の実施
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ことが求められます。例えば、金や時間に糸目を
付けないなら、毎日工場の隅から隅まで、チリ一
つない完璧な状態にすることも可能かもしれませ
んが、しかし現実的には、そうしたことは不可能
でしょう。重要なことは、その企業（工場）で作
られる食品の安全が担保できる、必要かつ十分な
レベルの「清潔」を設定し、これを維持すること
ができる管理基準を設定することです。
　ただし、誤解してはいけないのは、経営資源の
効果を“最大化”するということは、現状で可能
な“できる範囲のことをやる”こととは異なりま
す。その企業（工場）でそれぞれの箇所、対象と
する機械ごとに必要な清潔度を設定し、それを達
成するために必要な経営資源を確保するのは企業
の責任であり、経営トップの意思です。その際
に必要となるのは、限りのある経営資源を無駄な
く、効果的に活用できるマネジメントシステムを
作り、実際の現場でそれが無理なく運用できるオ
ペレーションの仕組み（標準作業手順の作成や現
場運営の仕組みなど）を確立することです。

　では、そうしたマネジメントシステムやオペ
レーションの仕組みを、どのようにして作るか。
次回以降、具体的な課題ごとに説明していきます。

i	 『大辞林第四版』、三省堂 2019 年
ii		米虫節夫編著、『食の安全を究める食品衛生７S―

導入編』、日科技連 2006 年
iii	 荒木恵美子、『食の安全』、日本規格協会 2022 年
iv	内藤茂三、「乳酸菌による工場汚染と食品の変敗」
『食品の変敗微生物	その原因菌と制御』、幸書房
2019

v	「衛生」の定義は拙稿「食の安全と衛生管理の役割
を考える」（『月刊 HACCP』2024 年 7 月号）を参
照

vi	食品衛生法等の関連法規による規定や、食品の種
類により定められた食品検査項目と微生物基準が
存在するが、これらはいわば必ず守るべき“最低
基準”であり、実際の管理基準は、それぞれの企
業の「経営理念」や製造環境・条件により決めら
れるべきである（例えば、自社のリスクマネジメ
ントで要求される「安全余裕率」に基づいて、法
的な要求基準よりも 50% 厳しい自社の管理基準を
設定するなど）。

1/2　AD
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1. 洗浄の「目的」と「期待効果」

　前回までの 2 回で、「食」の安全を守るために
「清潔」が重要であること、そして、「清潔」を実
現するため「衛生」作業が重要であることを考え
てきました。今回から、「衛生」作業の具体的な
役割と方法について考えていきます。
　「衛生」とは、「清掃」、「洗浄」、「殺菌」を包括
した概念 i であることは前回までに既にご説明し
ました。食品工場の衛生作業の場合、「洗浄」が
最も重要な役割を担っています ii が、食品工場で
の「洗浄」は、どのような効果を期待されるので
しょうか。
　食品工場における「洗浄」の目的は、機器・設
備や製造環境（床・壁面・天井を含む製造室内全
体の環境）の汚れを除去し、清潔な状態を作るこ
とにありますが、その「効果」は直接的に期待で
きるもの（一次的効果）と、間接的（もしくは副
次的）に期待できるもの（二次的効果）の 2 つに
分けて整理することができます。

2. 洗浄の「一次的効果」

　洗浄による直接的な効果は、
食品事故の発生原因となる可能
性のある不要物（= 汚れや食品
残渣）を除去することで、事故

の発生可能性を低減させることにあります。

1食中毒事故の発生可能性を低減させる

①	食品事故の原因となる微生物を除去し、
　事故の発生可能性を低減させる
　表 1は、洗浄により、食器に付着した細菌を
どの程度除去させることができるかの実験結果 iii

です。この実験では、食品工場や集団給食施設な
どで広く使用されているフライトコンベアタイプ
洗浄機が使用されていますが、結果を見ると、洗
浄とすすぎだけで食器類に付着した細菌類の大半
が除去され、洗浄による高い除菌効果が示されて
います。
　この実験例でも分かる通り、適切な洗浄を行う
ことで、製造機器・設備や環境に存在する微生物
を直接的に除去し、事故の発生可能性を低減させ
ることができます（表 1）。

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第3回

洗浄の「目的」と「期待効果」を考える

表1　食器付着菌に対する除菌効果（単位cfu/mL）

食器の種類 洗浄前 洗浄後
一般生菌数 大腸菌群 一般生菌数 大腸菌群

陶製皿 2.3x106 （+）2.1x105 <300（2）* （-）0
陶製どんぶり 1.5x106 （+）8.7x104 <300（6）* （-）0
メラミン製皿 78x105 （+）1.3x104 <300（220）* （-）0
メラミン製どんぶり 2.7x107 （+）5.7x105 <300（76）* （-）0

（	）*実測数
出典：日本食品洗浄剤衛生協会HP
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②汚れ・食品残渣を除去することで、微生物の増
殖可能性を低減させる

　微生物の増殖には、「適当な栄養素（食品）」「適
当な温度」「適当な水分」の三条件 iv と「時間」
の経過が必要です（図 1）。
◦	「適当な温度」とは、特殊な高温細菌や低温細

菌を除くと、一般的には 5℃〜 60℃の「危険
温度帯」で増殖し、特に 36℃前後で最も活発
に増殖します（図 2）。

◦	「適当な水分」とは、微生物の増殖に必要な水
分で、乾燥した状態では微生物は死ぬか、乾
燥に強い微生物でも増殖はできません。

　　食品製造における水分コントロールは、食品

自体の水分コントロール（干物など）と製造
環境の水分コントロール（= ドライ化）の 2 つ
の方法があります。

◦	「適当な栄養素（食品）」とは、微生物にとっ
て必要な栄養となるもので、食品そのものだ
けでなく、製造環境中の汚れや食品残渣も微
生物にとっての栄養素となります。

　以上の三要素が微生物の増殖に必要な条件です
が、この三条件のうち、どれか一つでも欠けると
微生物は増殖することができません。
　したがって、洗浄により製造機器・設備や環境
中の汚れや食品残渣を除去することは、微生物の
増殖に必要な三条件を成立させないことで、微生

図1　微生物の増殖条件

F ood 食品 食中毒菌が成長する栄養（特に炭水化物、高タンパク質食品）

A cidity 酸性 食中毒菌は中性から弱酸性（PH 7.5～4.6）域で急速に増殖

T emperature 温度 食中毒菌は５℃～60℃の温度帯で急速に増殖

T ime 時間 危険温度帯に４時間以上放置すると食中毒リスクが急増

O xygen 酸素 一部の食中毒菌は生育に酸素が必要

M oisture 水分 水分活性（aw）値0.85以上は食中毒菌の繁殖に最適

『危険温度帯（5℃～60
℃）』で細菌類は最も活発
に増殖する

食品が危険温度帯にある
時間が合計４時間を超え
ると食品の事故リスクが
急増する

（エコラボ合同会社販売資料より転載）

図2　温度管理と微生物コントロール
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物による事故発生の可能性を低減することにつな
がります。ただし、ウィルス（ノロウィルスなど）
はもともと食品残渣や製造環境中では増殖しない
ので、洗浄による増殖コントロールの効果はあり
ません。

③	製造機器・設備や製造環境中の汚れや食品残
渣を除去することで、異物混入の発生可能性
を低減させる

　異物混入に関する統計（表 2 v）で明らかな通り、
異物混入事故の大半は原料由来以外の原因に起因
しており、これらの多くは、製造機器・設備や製
造環境を適切に洗浄管理することで、事故の発生
を防止することが可能です（表 2）。

④初発汚染細菌数を減少させることで、「殺菌」	
　の効果を確実にする
　殺菌作業による効果を確実にするためには、殺
菌処理前に、洗浄により汚れや食品残渣を確実に
除去することが重要です。理由の第一は、食品工
場で殺菌作業に広く使用されている次亜塩素酸ナ
トリウムは、タンパク質などの有機物が存在する
と、次亜塩素酸ナトリウム中の有効塩素がそれら
有機物と反応して消費され、殺菌力が低下します。
つまり、殺菌対象面の洗浄が不十分で有機物が残
留している場合、残留有機物に影響され殺菌効果
が低下します。
　もう一つの重要な理由は、殺菌作業前に、洗浄
により微生物を除去（= 初発汚染菌数を下げる）

することで、同じ殺菌処理を行うと、殺菌前に十
分な洗浄を行わなかった（= 初発汚染菌数が高い）
場合と比較して、殺菌効果が高くなる vi ことです。
　残念ながら、「あとで殺菌するから」などと言っ
て、洗浄をなおざりにしている例を現場で目にす
ることがありますが、確実に殺菌するためには、
先にしっかりと洗浄して汚れを落とすことが重要
です。「殺菌」は「洗浄」の代用にはなりません。

2	食品製造環境を改善する（=「清潔」にする）
ことで、食品事故の発生原因となる要因を減
少させる

①工場内環境を整備することで衛生獣害虫の侵
入・定着・増殖を防止する

　前述の異物混入の発生要因（表 2）で明らかな
通り、異物混入事故のうち、衛生獣害虫を原因と
したものが全体の約 1/3 を占めています。これら
衛生獣害虫を原因とする事故を防止するために
は、環境を整備（整理、整頓、清掃、洗浄）し、
衛生獣害虫を侵入・定着・増殖させない環境を作
ることが最も重要です。
　CDC（米国疾病予防管理センター）では、か
つては「害虫の防除または発生防止の手段として
の最も一般的なアプローチは殺虫剤の使用」で
あったが、「殺虫剤の使用量を最小にしながら害
虫の発生を抑えるには、現場の清掃や清潔の維持
管理など、広範なプログラム」vii が重要であると
して、IPM（Integrated	Pest	Management=「総
合防除」）の必要性を提案しています。
　衛生獣害虫の生存や増殖には、前述の微生物の
増殖に必要な三条件と同様「栄養」「温度」「水分」
の三要素に、「生息場所」を加えた四条件が必要
です。したがって、洗浄や清掃により、「栄養」
となる汚れや食品残渣を除去し、生息場所となる
ような箇所を清潔にすることが衛生獣害虫の防除
にとって最も効果的です（写真 1、2）。

②『衛生の死角』viiiをなくし食品事故の発生可能
　性を低減させる
　食品製造環境の衛生管理が計画的・予防的に行
われないと、予期せぬ「盲点（=『衛生の死角』）」

表2　令和4年度	異物混入の要因別苦情処理件数
東京都保健衛生局

要因分類 件数 構成比（%）
虫	（ゴキブリ・ハエなど） 185 32.7
寄生虫	（アニサキスなど） 12 2.1
鉱物性異物	（ガラス・金属片など） 65 11.5
動物性異物	（毛髪など） 92 16.3
合成樹脂類	（ビニール類など） 70 12.4
植物性異物 16 2.8
紙 13 2.3
繊維 6 1.1
タバコ 2 0.4
絆創膏 3 0.5
食品の一部 26 4.6
その他不明 75 13.3
合計 565 100
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を発生させ、食品事故発生リスクが高くなる可能
性があります。
　バイオフィルムの形成や、製造環境中へのリス
テリアやサルモネラなど病原性微生物の常在な
ど、重大な食品事故の発生可能性を生まないため
には、『衛生の死角』をなくす計画的な衛生管理
が重要です。

3. 洗浄の「二次的効果」

　洗浄や清掃の徹底による一次的・直接的な効果
と合わせて、以下のような二次的効果も期待する
ことができます。

1製造機器・設備の劣化を防止する
　せっかく洗浄作業を行っても、正しく行われて
いないと、かえって製造機器・
設備や床・壁などの素材を劣
化（サビや傷など）させる原
因となります。
　適切な洗浄と計画的なメン
テナンスの実施により、製造
機器・設備や製造環境を長持
ちさせ、事故の防止とともに
維持管理コストの低減効果が
期待できます（写真 3）。

2心理的「環境」を改善する
　筆者は、食品製造施設の環
境改善などの依頼を受けて、
食品工場などに訪問すること

がありますが、なかには正直に言って、「場内に
入りたくない」と思うような残念な工場と遭遇す
ることがあります。
　筆者のような部外者には、“臭そうで場内に入
りたくない”“滑りそうで歩くのが怖い”と感じ
られる工場でも、不思議なことに、その工場のス
タッフの人たちは、当たり前のように、平気でそ
うした“問題”のある環境の中でも作業していま
す。何故こうしたことが起きるのでしょうか。
　毎日そうした“問題”のある環境の中にいると、
その“問題”状況が当たり前になってしまう、心
理的「環境」が原因です。このような「環境」下
では、食品安全にとって重大なリスクがある環境
でも“普通のこと”としてとらえ、取り立てて問
題を感じない「正常化バイアス ix」が働き、「ゆ
でガエル x」状態に陥ってしまう危険性がありま

写真1　ネズミの生息場所
冷蔵庫と天井の隙間に、ネズミの糞が
多数残っている

写真2　定期的な洗浄・管理されていな
いグリストラップ
チョウバエなどの発生原因となる

写真3　不適切な洗浄作業の結果
日常的に高濃度の次亜塩素酸ソーダ
希釈液の散布を続けた結果、設備に広
範囲な錆が発生している

写真4　床全体がカビで汚染された加
工室

写真5　焦げ付いた食品残渣が固着し
た生産ライン
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す。
　もう一つ重要な問題は、そうした問題のある環
境が放置されていると、そこで働く人たちは、会
社や経営者の「無言のメッセージ（=“本音”）」
を日々受けとってしまうことです。
　いくら経営者が“食品安全”を唱えたとしても、
例えば、“カビだらけ”の製造環境が放置された
中で日々働く人たちには、食品安全はただの“建
前”にしか聞こえず、会社や経営者の“本音”　（=
どの程度本気で”食品安全“を考えているのか ?）
が透けて見えてしまいます。こうした工場では、
例えば、社員が素手のまま食品に触れる、場内で
もマスクをしないなど、様々な問題行動が平気で
横行していく結果に繋がって行きます（写真 4、
5）。
　食品衛生の 7S（製造機器・設備と環境の「整理」、

「整頓」、「清掃」、「洗浄」）を実行することで、食
品衛生にとって必要な「あるべき姿」を組織の共
通認識として共有していくこと、“問題”のある
環境や“異常”な状態を「普通ではない」と感じ
る“普通”の感覚を養うことが、食品安全を実現
する第一歩となるはずです。

i	 「衛生」の定義に関しては、拙稿「食の安全と衛
生管理の役割を考える」（『月刊 HACCP 誌 24 年 7
月号』）を参照

ii		「掃除」「洗浄」の違いに関して、食品衛生７S に
おける以下の定義に従っている。「乾燥状態で行う
この種の作業を「清掃」、湿潤状態で行う作業を「洗
浄」と区別している」、米虫節夫編著『食の安全を
究める食品衛生７S』、日課技連 2006 年

iii	「食器洗浄機の洗浄・除菌効果」、日本食品洗浄
剤 衛 生 協 会 HP（https://shokusen.jp/dish_soap.
html）

iv	「顕微鏡写真で見る微生物による食中毒」、一般社
団法人東京都食品衛生協会 2023 年 6 月

v	 東京都保健衛生局 HP（https://www.hokeniryo.
metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/foods_archives/
publications/complaintHandling/index.html）

vi	「滅菌効果の確認」（米虫節夫『医器学』年 1979 年
No.5）をもとに要約

vii	ジャック・ドラゴン、「もっと知りたい IPM」、シー
エムシー出版 2013 年

viii	拙稿「食品製造環境の危害要因『衛生の死角』を
なくす衛生管理」（月刊 HACCP 誌 2023 年 4 月号）
を参照

vx	正常化バイアスとは、「危険な状況であっても、
ちょっとした変化なら「日常のこと」として処理
してしまう人	間心理」で、「異常を正常の範囲内
のことと捉えてしまう錯誤、心の安定を保つ	メカ
ニズム」（『市民防災リーダーテキスト』神戸市消
防局、2023 年３月）

x	「茹でガエル（ゆでがえる）とは、緩やかな環境変
化下においては、それに気づかず致命的な状況に
陥りやすいという警句。生きたカエルを突然熱湯
に入れれば飛び出して逃げるが、水に入れた状態
で常温からゆっくり沸騰させると危険を察知でき
ず、そのまま茹でられて死ぬという説話に基づく」

（Wikipedia）

1/4　AD
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1.「洗浄」のメカニズム

　前回は、食品製造環境の衛生作業の中で中心と
なる「洗浄」の目的とその期待効果に関して考え
ましたが、今回は、洗浄とはどのようなプロセス
なのか、どうして汚れが落ちるのか、洗浄の「メ
カニズム」と効果的な洗浄方法について考えます。
　洗浄は、私たちの日常生活の中では、子供の時
から比較的身近な作業（例えば、食器洗い、風呂
洗いなど）ですが、このため多くの場合、洗浄作
業は日常生活の「経験則」で行われることが多
く、食品製造環境の「清潔」を守るという目的の
ために、必要かつ十分な作業が行われているとは
限りません。この「分かっているようで分かって
いない」洗浄の「ルール」と、「メカニズム」
を正しく理解することで、食品衛生の実現
に必要な「清潔」を効果的に達成できる、「賢
い」洗浄を実施することができます。

◦洗浄とは：
　「洗浄」とは、「物の表面に存在する異物

（本来の表面物質と異なる物質）である汚
れを表面から除去する処理」i と定義され
ますが、日常的には「洗ってきれいにする
こと。水・薬剤などで注ぎ洗うこと」ii と
理解されています。
　日本語には、「水に流す」言う表現があ

ります。これは古来身体や心の穢れを水で洗い清
めたことに由来していますが、仮に全ての汚れが、
食塩や砂糖のように水に容易に溶ける（=「易溶
性」）ものであれば、水で洗い流すだけで汚れは
容易に除去でき、「洗浄」は簡単で、もっと単純
な作業で済むはずです。
　しかし、現実的には、水溶性物質でも澱粉やタ
ンパク質など「難溶性」に分類されるものの場合、
環境の中で時間の経過によりその性質が変化し、
さらに難溶性となったり不溶 iii となります。この
ような場合は、水だけで洗浄しても十分な清浄度
を確保することは困難です。また、汚れの中には、
水に溶けない油脂類など「油性」の汚れや、砂な
ど「不溶性」の汚れも存在するため、実際の洗浄

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第4回

「賢く」て「効果的」な洗浄を考える

図1　洗浄のプロセス

洗浄の対象表面

洗浄の対象表面

洗 浄 剤

洗 浄 器 具

＋

汚れ

被 洗 物

洗 浄

結果の
評 価

1.定量的な評価
（ATP、細菌数など）

2.定性的な評価
（五感評価、清潔感など）

水
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作業では水洗いだけでは不十分で、洗浄剤の使用
やさまざまな洗浄器具の使用が必要です（図 1）。

◦洗浄の基本 3パターン：
　洗浄は汚れ（= 不要物）を被洗物（= 対象面）
から除去する作業ですが、そのメカニズムにより

「分離型」「溶解型」「分解型」の 3 つのパターン
に分類することができます iv（図 2）。
　食品製造環境の日常的な洗浄作業では、この 3
つの洗浄の基本パターンのうち、界面活性剤を利
用した「分離型」洗浄が中心です。
　界面活性剤は、しばしば“マッチ棒”（図 3）
に例えて説明されますが、1 つの分子内に水にな

図2　３タイプの洗浄メカニズム

大矢勝「洗浄のメカニズム」、『表面技術』2009年No.2をもとに作成

分離型洗浄

溶解型洗浄

分解型洗浄

界面活性剤やアルカリの作用で汚
れを固まりの状態で引き剥がす

分子の結晶をバラバラにして溶解する。
有機溶剤、酸、弱アルカリを使用する場
合が多い
水のみで溶解する場合は最も容易

分子を壊して汚れでないものに変える。
二酸化炭素と水に分解する場合など
強アルカリや酸化剤（酸化漂白剤など）
を使用

図3　界面活性剤の構造
花王株式会社ホームページより転載

水になじむ部分 油になじむ部分

水 油界面活性剤

図4　界面活性剤による洗浄プロセス
日本石鹸洗剤工業会ホームページを参考に作成

③界面活性剤が汚
れに浸透。 
界面活性剤の分子
が汚れを取り囲むと、
汚れの外側は親水
基で覆われる。

④汚れを分離する。
汚れは、表面を覆う
親水基の働きで水
の方へ引っ張られ、
被洗物から離脱す
る。

①被洗物表面に汚
れが付着した状態。
ここへ洗剤を加える
と・・・ 

②界面活性剤が汚
れに吸着。
界面活性剤の分子
の親油基が、汚れや
に付着して、水の表
面張力が弱まる。

被洗物
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じみやすい「親水基（= マッチの“頭”）」と、油
になじみやすい「親油基（= マッチの“軸”）」の
2 つの性質の異なった部分で構成されます。界面
活性剤による分離型洗浄をモデル化すると、以下
の 4 つのプロセスで説明できます（図 4）。
①汚れに吸着する：界面活性剤が汚れと洗浄液の

界面に吸着する
②浸透する：界面活性剤が汚れと洗浄対象物の界

面に浸透する
③汚れを分離する：界面活性剤が汚れを取り囲み、

汚れを洗浄対象物から分離する（引き離す）
④すすぎ：界面活性剤が乳化・分散作用により汚

れを洗浄液中に保持する。最終的には、すす
ぎにより汚れは界面活性剤とともに洗い流さ
れる。

　界面活性剤の仕組みと働きに関して要点を説明
しましたが、仔細に関しては多くの優れたネット
上のサイト v や入門書籍があるので、詳しくはそ
れらを参照ください。

2. 汚れの「付着」状況に適した
　 除去方法を考える

　洗浄を考える時、重要なことは洗浄する対象表
面と汚れとの関係（= 付着状態）を知り、その汚
れを対象表面から除去するために、必要かつ十分
な「除去力」を用いることです。
　対象表面への汚れの付着は、大別すると「物理
的」付着と「化学的」付着の 2 つに分けることが
できます。汚れを除去するためには、その汚れと
対象面との付着関係とその強さにより、その汚れ
を除去するために、過不足のない、必要な洗浄方
法と除去力の強さが決まります vi（図 5）。
　一例をあげると、ホコリがただ対象表面にのっ
ているだけであれば掃除機で吸引することで除去
できますが、ホコリが帯電して表面に付着してい
る場合、水拭きや化学モップなどの方法で、汚れ
と対象表面の間に働いている静電気力による付着
の力を打ち消す、もしくはそれを上回る除去力を

図5　汚れの種類と除去方法

空気中に浮遊したり、表面上に軽
く乗っている

表面に弱い力（静電気・分子間吸
引力）で付着している

素材表面にこびりついたり、ベタ
ついて固着した状態

表面に付着した汚れが時間が経っ
て酸化したり、熱で固化したり、
素材内に染み込み除去が困難とな
った状態

素材内部に浸透した様な除去が
困難な状態

・ 空気清浄機で吸引・除去する
・ 掃除機で吸引・除去する

・ 化学雑巾・モップで拭き取る
・ 水拭きする
・ 乾いたダスターで吸い取る

・ 中性洗剤で拭く（洗浄）
・ 弱アルカリ洗剤で洗浄する

・ 強アルカリ洗剤で洗浄する⇨キッチン
・ 酸性洗剤で洗浄する ⇨トイレ・バスルーム

・ 苛性ソーダで洗浄する
・ 次亜塩素酸ソーダで漂白する
・ 研磨剤（クレンザー）で削る

・ゴミ・ホコリ・食品カス
・0.5μm 以下のサイズのも
のは半永久的に浮遊する

・TVに付着したホコリ
・こぼしたジュース

・タバコのヤニ汚れ
・ガラスに付いた手跡
・油汚れ

・ 換気扇の油汚れ
・ タイル目地の汚れ
・ カーペットのシミ
・ トイレの黄ばみ汚れ

・カビ汚れ
・熱変性で重合した油汚れ
・シリコンパッキンの汚れ
・床に付着した錆

汚れを取るのが
困難なほど

進行している状態

汚れが材質に
しみ込んだ状態

汚れが固まった状態

ホコリがくっついた状態

ホコリが乗っている状態
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加えなければ除去することができません（ブラウ
ン管式テレビの画面に付着したホコリが典型的な
例です）。
　洗浄作業に当たっては、必要かつ十分な除去力
を用いることが大切ですが、実際には、必要以上
に強い除去力を加えたり、反対に必要な除去力に
満たない方法で洗浄している例をしばしば見かけ
ます。例えば、汚れの除去に必要な除去力に満た
ない方法で洗浄した場合（時間が経過した変性油
汚れを中性洗剤で洗浄した場合など）、汚れの除
去に必要なレベルの除去力を得ることが困難で、
一生懸命に洗浄した割には洗浄ムラや洗浄残りが
発生する可能性が大きくなります。
　また反対に、必要以上に大きな除去力を加えた
場合（ステンレス製器具や備品の表面に残った油
汚れ除去に研磨剤や硬質の洗浄用パッドを使用し
て洗浄した場合など）、汚れは除去できるとして
も、過重な洗浄作業の結果、対象表面を傷め、最
悪の場合は洗浄キズや変色を残すことになる場合
があります。

3. 洗浄の「効果」を決定する 4 要素

　必要かつ十分な除去力を得て、ムリ・ムダのな
い洗浄作業を行うためには、洗浄の効果を決定す
る 4 要素と、それらのシナジー（相乗効果）を理
解することが最も重要です（図 6）。
　洗浄作業や結果に何か問題があるとメーカーな
どに相談することが一般的ですが、その場合、洗
剤メーカーなら洗剤をもっと効果的な製品に変え

ることを、ブラシメーカーならもっと効果的に洗
浄できるブラシを採用することを提案されること
が多いでしょう。しかし、本当に洗剤や洗浄器具
を変えないと問題が解決できないのでしょうか。
言い方を変えると、洗浄の結果に影響を与えるの
は洗剤と洗浄器具だけなのでしょうか ?

◦洗浄の効果（= 結果）を決定する 4 要素のうち、
「化学力（= 洗剤などの力）」と「物理力（= ど
の様な道具で、どの程度の物理的な力を加え
るか）」の 2 要素はすぐに思い浮かべる人が多
いはずです。

　　「洗剤（= 化学力）」と「洗浄器具（= 物理力）」
は、洗浄効果に大きく影響する重要な要素で
す。しかし、実際には、4 要素のうちの残り 2
要素（「温度」と「時間」）も、洗浄効果に対
して大変大きな影響を与えます。

　　一例をあげると、弊社でライン洗浄業務を受
託している牛肉加工食品の製造工場で新工場
が開設され、弊社でこの新工場も洗浄業務を
受託しましたが、実際に作業を運営してみる
と、新旧 2 工場で洗浄効率に非常に大きな差
があることが判明しました。新旧2工場の計量・
包装ラインは全く同じ設備構造で、弊社では
従来ラインでの作業実績をもとに、新ライン
の作業工数を見積りましたが、実際にライン
洗浄を実施してみると、設定した工数の 70％
程度で施工できることが分かりました。

　　何故それほど大きな作業効率の差ができるの
か、新工場での作業実績をもとに、作業に関連
する要素をそれぞれ検証した結果、全く同じ生
産ラインの 2 工場での洗浄作業で、必要な作
業工数に 30% もの差が発生した最大の要因は、
洗浄作業用の湯温の違いにある（旧工場では
40℃強であったが新工場では常時 50℃以上が
確保できた）との結論に至りました。この例で
も分かる通り、洗浄時の「温度」は「時間（泡
洗浄方式で洗剤の反応時間を伸ばすなど）」と
ともに洗浄結果に大きな影響を与えます。

◦洗浄効果に影響する 4 つの要素をコントロール
するためには、以下の洗浄に関する原則を理

図6　洗浄効果を決定する要因

物理力

時間

温度

化学力

•洗浄剤の化学的
　な洗浄作用

•洗浄作業の
　全工程時間

•洗浄温度の
　熱エネルギー

•物理的な
　洗浄エネルギー
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解することが重要です。

　①洗剤は適量で使用する（=指定の希釈倍率を
守る）：（図 7）

　	 　洗剤を希釈する際には、目分量ではなく、
計量カップなどできちんと量って希釈します。

	 　「洗剤は使用量が多い（= 濃い）方が良く
落ちる」という話しをしばしば耳にします
が、図 7で分かるように、界面活性剤の濃
度と洗浄力は一定の濃度（図 7の斜線部分）
までは比例関係にありますが、それ以上に
濃度を上げても界面活性剤の洗浄力は向上
しません。

　	 　例えば、油汚れ用アルカリ洗剤の場合、
界面活性剤とともに油性汚れに対して効果
的な溶剤などの成分が含まれています。し
たがって、洗剤を指定倍率以上の高濃度で
使用した場合、界面活性剤の洗浄力は上が
らなくても、溶剤など他成分の濃度が上が
るため、油性汚れの洗浄力が上がる場合が
あります。

　	 　しかし、洗剤を過剰使用（= 適量以上で
の使用）した場合、コストが上がるだけで
なく、すすぎに必要な作業量と水量が増加
し、排水による環境への負荷も上がります。
また、すすぎが不十分だった場合、洗浄対
象物に洗剤成分が残留することで、「食」の
安全への危害要因となる可能性もあります。

　②洗浄作業には 45 〜 50℃程度の湯を使用す
ると洗浄効果が上がる：（図 8）

　	 　前述の牛肉加工食品工場の例でも分かる
通り、洗浄作業（特に予備洗浄）に湯（45
〜 50℃程度）を使用すると油性汚れなどへ
の洗浄力が上がり効果的です。

　	 　図 8で分かる通り、洗浄の温度と洗浄力
は正比例関係（= 温度が上がると洗浄力が
上がる）にあります。脂肪は融点以上の湯
温 vii で洗浄すると油が溶けることで洗浄力
が上がりますが、蛋白質は 60℃以上で凝固
が始まるため、除去しにくくなります viii。
したがって、実際の洗浄作業では、作業者
の安全性も考慮すると、45 〜 50℃程度の湯
で洗浄するのが最も効果的です。

　③必要な洗浄結果を得るために適切な洗浄時間
を考える：（図 9）

　	 　図 9で分かる通り、洗剤濃度と洗浄方法
が同じであれば、洗浄結果は洗浄時間に比
例します。しかし、実際の洗浄作業では、
洗浄結果（= 汚れがきちんと落ちているか
どうか）に関わらず、通り一遍の作業（一
回洗ったら終わり）で終わらせてしまうよ
うな例をしばしば見かけます。洗浄の結果
をきちんと確認し、必要な洗浄結果を得る
のに必要な洗浄時間を設定することが必要
です。場合によっては、一度の洗浄で汚れ

図8　洗浄温度と洗浄力の関係

（出典：中西茂子「洗剤と洗浄の科学」）

図7　界面活性剤の濃度と諸性質の関係

洗浄力

（出典：中西茂子「洗剤と洗浄の科学」）
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を十分に除去することが困難な場合、「二度
洗い（洗浄→すすぎ→再洗浄→再すすぎ）」
することも検討します。

4. 洗浄作業の「制約条件」に
　 どの様に対応するか

　洗浄効果は、前述の通り、4 要素の相乗効果に
より決まりますが、実際の食品工場ではこの 4 要
素に様々な制約が加わることがしばしば発生しま
す。例えば、「排水処理施設の能力に問題があり
中性洗剤しか使用できない」「給湯設備の能力が
足りず洗浄作業中に湯温が 30℃まで低下してし
まう」「日配品の生産を行っているので日によっ
て生産時間や数量が大きく変動する」などの制約
条件がある場合、この制約をどの様に解決したら
良いのでしょうか。
　図 10は、牛肉加工製品の製造工場で中性洗剤
しか使用できない（=「化学力」に制約があり、
油脂汚れの除去に必要な洗浄力を得ることができ
ない）場合を図式化したものですが、この場合、
必要なことは、「化学力」が制約されることで発
生した「空白（=“?”の部分）」をどうやって埋
めるかを考えることです。洗剤使用が中性洗剤だ
けに制約されることで「化学力」が低下する分を、

「洗浄水の湯温を上げる（=「温度」の割合を拡

大する）」、「泡洗浄方式を採用する（= 洗剤の反
応時間を延ばし「時間」の割合を拡大する）」など、
他の 3 要素を工夫することで「化学力」に発生し
た「空白」を埋めることが可能な選択肢を検討し、
最も効果的な要素の組み合わせを工夫することが
重要です。

　ムリ・ムダのない効果的な洗浄作業を実現する
ためには、適切な洗剤の選択（=「化学力」）と
効果的な洗浄用具の選択（=「物理力」）が重要
ですが、同時に「どの様に洗浄するか」を仕組み
で考える（=「4 要素」の組み合わせを考えること）
ことで、「賢く」て「効果的」な洗浄を実現する
ことが可能となります。

図9　洗剤濃度&時間と洗浄力の関係

（出典：石鹸洗剤工業会「せんたくの科学・技術資料」）

図10　洗浄作業に制約条件がある場合の対策（例）

？

物理力

時間

温度

化学力

i	 廣瀬治道「汚れの種類 / 洗浄技術とそのガイドラ
イン」、汚れの種類・性質・付着メカニズムを踏ま
えた最新防汚・洗浄技術（技術情報協会）

ii		『大辞林第四版』（三省堂）
iii	 大矢勝他共著、水溶性汚れの性質と除去法、『洗浄

の事典』朝倉書店 2022 年
iv	大矢勝、「洗浄のメカニズム」、表面技術 2009 年 No.2
v	「石けん洗剤知識」、日本石鹸洗剤工業会ホームペー

ジ（https://jsda.org/w/index.html）など
vi	大矢勝他共著、付着機構の全体像と意味、『洗浄の

事典』朝倉書店 2022 年
vii	牛脂の場合、融点は品種や部位により異なるが、

一般的には 40 〜 50℃程度とされている。
viii	卵の場合、60℃〜 65℃で卵白に含まれるタンパク

質（トランスフェリン）が凝固する。さらに温度
を上げ、65℃〜 70℃で保持すると卵黄が凝固し始
め	“温泉卵”のような状態になるが、この状態で
は卵白アルブミンは凝固しない。80℃程度で卵白
アルブミンが凝固し“固ゆで”卵の状態になる。
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　前回は、衛生作業の中でも中心となる「洗浄」
とは、どのような工程で、どうして汚れが落ちる
のか、洗浄の「メカニズム」と効果的な洗浄条件
について考えましたが、今回は、効果的な洗浄作
業を実施し、作業の標準化を進める上で重要な洗
浄作業の工程とポイントを、「洗浄の 7ステップ」
にしたがって考えます。

1.「その日の汚れはその日のうちに
　   除去する」のがライン洗浄の原則

　食品の製造や流通・保管における衛生作業の目
的は、食品の安全を担保することができる「清潔」
な環境を作り、維持することにあります i。
　弊社では、「汚れ」とは「そこにあってはいけ
ないもので、除去されるべきもの」と定義してい
ます ii。見方を変えると、「汚れ」という何か特
定な“もの”が存在する訳でなく、同じものでも、
それが存在している場所や時、状況によって「汚
れ」になったり、ならなかったりすると考えるこ
とができます。
　一例を挙げると、同じ肉でも、冷蔵庫に保管さ
れていたり、稼働している生産ライン上にあれば
それは「原材料」ですが、生産ライン下に落ちて
いたり、生産終了後のライン上に肉片が残留して
いれば、それらは「汚れ」であり除去されるべき
対象です。

　食品衛生で必要とされる「汚れがなく、清潔な
状態」とは、目に見える汚れだけでなく、目には
見えなくとも、それが、そこにあることで危害要
因となる可能性があるものものは「汚れ」であり、
「除去されるべきもの」として扱われなければな
りません。
　先の例で考えると、例えば、生産終了時にライ
ン上や周囲に残った肉片を全て撤去したとして
も、コンベア表面や機械のパーツ類に油脂が付着
していると、それらは細菌や真菌類による汚染を
発生・拡大させる原因になるので、これらも目に
は見えなくても、「汚れ」として除去しなければ
なりません。
　食品工場の日常的な「衛生」では洗浄作業（=
ライン洗浄）が中心となりますが、その洗浄作業
で最も重要なことは、「その日の汚れはその日の
うちに除去して、明日に持ち越さない」ことです。
　洗浄や清掃は、往々にして「やった」か「やっ
てない」かで判断されますが、例え毎日「やって」
いても、その日の汚れをキチンと毎日確実に除去
していないと、短期間で汚れが蓄積され汚染を拡
散させる原因になります。生産ラインの機械側面
の汚れや、見た目にはきれいそうでも触るとベタ
つくベルトコンベアなどは、よく見かける典型的
な例です。
　ライン洗浄では「食品接触面」の洗浄が最も重
要ですが、合わせて「非接触面（ラインの周囲な

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第5回

洗浄作業の「７ステップ」を理解する
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ど）」や「環境（床、排水溝など）」
も同様に、洗浄が必要です。

　
2. 洗浄作業の「7 ステップ」
　 を理解する

　無理なく、無駄なく、確実に、
必要な「清潔」環境を作り、維持
するためには、効果的な洗浄作業
を実施する「洗浄の 7ステップ」
の原則を理解することが重要です
（図 1）。
　食品工場で行われるライン洗浄
作業は、それぞれの工場・ライン
で製造している製品や設備が違う
ため、工場・ラインにより使用す
る洗剤や器具、洗浄方法は異なる
ことがありますが、基本的な作業工程とコント
ロールポイント（=「洗浄作業の 7ステップ」）は、
どの工場・ラインでも基本的には共通（一部に例
外あり）です。
　特に、“人力”で行うライン洗浄作業では、作
業者の技量や習熟度など、「人」による要素によっ

て作業結果は大きく影響されます。したがって、
洗浄の 7ステップに基づいて、洗浄の作業工程を
標準化し、その標準化した作業工程に基づく作業
の教育と、反復訓練による基本作業の徹底が大変
重要です（図 2）。

図1　洗浄作業の７ステップ

残渣を除去する
•乾式で除去できる汚れや残渣を可能な限り回収する

予備洗浄
•ブラッシングしながら、機器に付着した残渣・油脂を十分に洗い流す
•ジェッターで残渣や汚れを周囲に飛散させない

洗浄剤を使用して洗浄する
•ブラッシングし汚れを完全に除去する

すすぎ
•汚れと洗浄剤を完全に洗い流す
•汚れが残っていた場合は再度洗浄する

効果測定
•洗浄結果を評価（ATPなど）し、必要な場合は修正する

殺菌剤を使用して殺菌する
•汚れと洗剤を完全に除去してから殺菌する

対象物を乾燥させ、器具類を現状復旧させる

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 7

図2　『作業マニュアル』の作成例
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STEP 1：残渣を除去する
◦	床やライン上に残った肉片などの原材料や残
渣は、床やラインを水で濡らす前に、機械内
部→機械表面→壁面→床の順に、スクレパー
やブラシなどを使用して可能な限り（95% 以
上の回収を目標）回収します。

◦	ライン上に残った原材料や残渣を濡らす前に、
ドライな状態で回収せず、いきなりラインを
水で濡らすと、その後の作業でかえって手間
がかかります。

◦	床に落ちた原材料などを回収せず、そのまま
洗浄作業を始めと、床に残った材料を踏み潰
して汚れを拡散させるだけでなく、足下が滑
りやすくなり労災事故の原因ともなります。

STEP 2：予備洗浄する
◦ブラッシングをしながら、温水（50℃前後が
理想的 iii）で機械内部や表面に残った原材料を
十分（前工程で残った残渣の 95%以上を目標）
に洗い流します。洗い流す際は、機械類は上
から下の方向へすすぎます。

◦ジェッター（高圧洗浄機）の使用は、周囲の機
械類や環境（天井や壁面など）への残渣の飛
散を防止するため、必要最小限に制限します。

　　ジェッターを使用する場合、ネットコンベア
や大型タンク内部など、高水圧で使用しない

と極端に作業効率の悪い場合を除いて、“スト
レート（高水圧）”での使用は禁止します。や
むを得ず“ストレート”で使用する場合、ジェッ
ターを使用する方向や角度、対象物との距離
を確認し、必要な場所は飛散防止用の養生を
行うなど、残渣の飛散が最小限になるような
工夫が絶対条件です（図 3）。

◦予備洗浄を十分に行わずに次の工程（洗浄）を
行うと、表 1のデータで明らかな通り、洗浄
結果に大きな差が出ます。

表1　予備洗浄が洗浄結果に与える影響

予備洗浄なし 予備洗浄あり
まな板① まな板② まな板③ まな板④

ATP
（RLU） 3050 3650 244 109

ADEKAクリーンエイド社による実験結果

　　「予備洗浄なし（予備洗浄を行わずに洗剤を
使用、その後ブラシング洗浄）」と「予備洗浄
あり（流水すすぎ +ブラシング後、洗剤を使
用してブラシング洗浄）」の 2通りの作業結果
を比較すると、洗剤散布前に予備洗浄を行わ
ないと洗浄効果が大きく低下することが分か
ります iv。これは、予備洗浄を行わず洗剤を塗
布して洗浄を行うと、塗布した洗剤が、対象
面に残っている残渣や油脂分との反応で消耗

床を流すときは、弱い水流で、周りに飛び
散らないように低い体勢で流します

近い場所から、弱い水流で、周りに飛び
散らないようにして洗浄します

「ストレート」で打つと周りに飛散します
「離れた位置」から打つと周りに飛散します

間違った使い方 正しい使い方

図3　高圧洗浄機の使用ルール
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されてしまうためです。

STEP 3：洗剤を使用して洗浄する
◦	洗剤を塗布してすぐに洗う（例えば、スポン
ジに直接洗剤をつけて洗うなど）と、洗剤が
汚れと反応する十分な時間が取れないため、
十分な洗浄効果を発揮することができません。
洗剤を塗布（もしくはスプレー）した後、し
ばらく（5分〜 10 分程度）置いてからスポン
ジやブラシなどで擦り洗浄します。

◦	「泡洗浄」を行う場合、発泡機を使用して、発
泡洗浄剤を壁面→機械類→床面→排水溝の順
にムラなく散布します。

　 壁面：左⇄右、下→上へ、ムラなく全面に泡
を散布する

　 機械類：底部→上部へ、機械内部と外面の全
体をムラなく泡で覆う

　 	床面：床面全体に、抜けがないように泡を
散布する

　 	排水溝：グレーチングを外し、排水溝内部
とグレーチング全体全体を泡で覆う

◦	「泡洗浄をすると、泡洗浄剤を発泡して、しば
らく置いてから流すだけできれいになるから、
早くて簡単」というようなことを言う人がい
ますが、この考えは明らかに間違っています。
泡洗浄剤を発泡して洗い流すだけでは、“目に
見える汚れ”はそれなりに除去できますが、“目
に見えない汚れ（油脂成分の付着など）”は十
分に除去することができない可能性がありま
す。これは“目視”確認だけでは分かりませ
んが、洗浄後に拭き取り検査を行うとよく分
かります。

　　泡洗浄を行う場合、泡洗浄剤を散布後しばら
く（5分〜 10 分程度）置いてから、スポンジや
ブラシで十分に擦り洗して、汚れ（“見えない
汚れ”まで）を確実に除去することが必要です。

STEP 4：流水ですすぐ
◦	洗浄工程（STEP	3）と同じ順に、たっぷりの
温水で繰り返しすすぎ、泡や洗浄汚水を十分
に洗い流します。

◦	すすぎ工程は必ず低圧水を使用して行います。

この工程で高水圧（ジェッターの“ストレート”
使用など）を使用すると、洗浄汚水の飛散や、
エアロゾルやミストによる周辺環境や機械類
の再汚染が発生する原因となります。

	 　設備上の制約で、やむを得ず、すすぎ工程
で高圧洗浄（ジェッター）を使用する際は、“ス
トレート”は禁止し、スプレーパターンを“ワ
イド”に切り替え、水圧を下げて使用します。

◦	洗浄工程では、泡や洗浄汚水の影響で、洗い
残しやムラがあっても気付かず、見落として
しまう場合があります。すすぎ工程では、洗
い残しやムラがないか確認し、これらを発見
した場合には、その部分を再洗浄し、汚れを
確実に除去してから再度すすいで仕上げます。

STEP 5：洗浄の結果を効果測定する
◦洗浄「結果」の効果測定を行なう時の「評価基
準」は、見た目の“きれいさ”ではなく、そ
れぞれの洗浄箇所ごとに予め設定した「清浄
度管理基準」vを基準として用います。

	 　評価基準（例えば、「ATP で 500RLU 以下」
など）と比較して、結果が基準を達成してい
れば「合格」、未達成の場合は「不合格」とし
て必要な修正措置（予め「清浄度管理基準」
で決められた修正手順）を実行して、必要な
清浄度を確保します。

◦効果測定は、ATP測定が指示されている箇所
を除き、大半の箇所は「目視」確認で行います。
目視確認は評価者の「五感（=主観的）」によ
る評価のため、評価者によるバラツキが必ず
発生します。このバラツキを最小限にコント
ロールするためには、表 2の例のようなリス
トを作成して、評価の対象箇所と評価基準を
標準化することが有効です。

STEP 6：殺菌剤を使用して殺菌する
◦	「殺菌」が指定されている箇所は、殺菌剤を使
用して、殺菌して仕上げます。

	 　殺菌剤による殺菌作業は、その前工程（Step	
3 〜 Step5）で、汚れがきちんと洗浄され、除
去されていることが前提です。洗浄が不十分
な状態で殺菌を行なっても、十分な殺菌効果
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を得ることはできません。
◦食品工場の殺菌作業では、一般的には「次亜塩
素酸ナトリウム」が多く用いられていますが、
この次亜塩素酸ナトリウムの使用方法に関し
て、一部に誤解に基づく誤った方法が見受け
られます。

　　次亜塩素酸ナトリウムは、殺菌する対象面に
汚れ（=有機物）が残留していると、殺菌成分
が汚れとの反応で消費され、殺菌効果が低下
します。したがって、まず洗浄により汚れを
除去してから、次亜塩素酸ナトリウムで殺菌
する手順を正しく守ることが必要です。

　　また、一部では、いまだに「次亜塩素酸ナト
リウムは一番強力な洗浄力があるので、洗浄
しないで直接原液（もしくは高濃度）で使用
すれば良い」と言った使用法が行われていま
すが、こうした使用方法は前述のように間違っ
ており、効果が低いだけでなく、最悪の場合、
作業者の薬傷や、設備機器類の腐食や劣化の
原因となる場合があります。また、高濃度の
次亜塩素酸ナトリウムの長期間使用による耐

性菌発生も指摘されている vi ので、こうした
使用方法は絶対に行ってはなりません。

STEP 7：対象物を乾燥させ、機械設備類を現状
復旧させる
◦洗浄後はきちんとすすいで、乾燥させます。
	 　すすぎ後に濡れたままで放置し“自然乾燥”
させている例をよく見かけますが、洗浄後は、
機械・設備類はダスターで拭き上げ、床はフ
ロアスクイジーで十分に水を切って乾燥させ
ます。すすぎ後に	“自然乾燥”させていると、
長時間ウェットな状態に放置されるため、カ
ビや細菌による汚染やバイオフィルム形成の
原因となります。

◦	乾燥させたパーツ類を組立てる場合は、組立
作業者は、組立て前に必ず手袋を新しいもの
に交換し、手袋をアルコールスプレーで殺菌
してから作業します。

　　また、組立作業を行う場所（ワークテーブル
など）は、組立作業前に洗剤で洗浄し、すす
いで乾燥させた後、アルコールをスプレーし

基準 確認① 確認② 確認① 確認② 確認① 確認②

ホッパー内 残渣脂片が残っていないか？
図２－① 残渣脂片がないか？（触って確認）
製品吐出口 脂片がないか？
ホッパー外 残渣脂片が残っていないか？
コンベア 残渣脂片が残っていないか？（回して確認）
コンベア（ガイド） 残渣が残っていないか？（何回も回して確認）
桟 肉片が残っていないか？（触って確認）
ハシゴ 肉片が残っていないか？
手摺 肉片が残っていないか？
蓋 肉片が残っていないか？（裏表）
残渣排出口 フタに肉片がのこっていないか？
スイッチ/コード 肉片脂片がないか？
モーターボックス 肉片脂片がないか？

ホッパー内 残渣脂片が残っていないか？
図２－① 残渣脂片がないか？（触って確認）
製品吐出口 脂片がないか？
ホッパー外 残渣脂片が残っていないか？
コンベア 残渣脂片が残っていないか？（回して確認）
コンベア（ガイド） 残渣が残っていないか？（何回も回して確認）
桟 肉片が残っていないか？（触って確認）
ハシゴ 肉片が残っていないか？
手摺 肉片脂片がないか？
蓋 肉片が残っていないか？（裏表）
残渣排出口 フタに肉片がのこっていないか？
スイッチ/コード 肉片脂片がないか？
モーターボックス 肉片脂片がないか？

その他

▲▲ ▲
コンベア②

i j

●●●●

その他

チェック箇所

▲▲▲▲
コンベア

長 高 短

●●●

表2　『作業確認リスト』の例
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て殺菌します。
◦週末など、衛生作業の終了から生産開始までに
1日以上間隔が開く場合、殺菌した設備機械類
は養生して保管し、生産開始前に再度アルコー
ルをスプレーして、殺菌してから使用します
（もしくは、冷蔵庫内で保管）。
　　また、パーツ類は組立てず、殺菌剤（次亜塩
素酸ナトリウム希釈液もしくはアルコールな
ど）に浸漬しておき、生産開始前に取り出し
てから組立てます。

◦拭き上げて乾燥させる場合、吸水性の高い「マ
イクロファイバークロス」を使用すると、拭
き上げの作業効率が上がり、また繊維片によ
る異物混入の発生リスクを下げることが可能
です。

　　また、乾燥作業にエアガン（=圧縮空気の
噴射）を使用する例をしばしば見かけますが、
圧縮空気でなければ乾燥させられない特殊な
ものや箇所は例外として、乾燥作業にエアガ
ンを使用すると汚れを拡散させる原因となる
可能性があるので、使用はふさわしくありま
せん。

3.「洗浄の7ステップ」で重要なポイント

◦予備洗浄が一番重要
　「7ステップ」の工程の中で最も重要なのは「予
備洗浄」です。予備洗浄をなおざりにしたり、省
略している例をしばしば見かけますが、前述の通

り、これは大きな間違いです。予備洗浄で、機械・
設備に残った残渣や油脂汚れを十分に洗い流して
おかないと、あとの工程で、洗剤で洗浄しても洗
浄結果には大きな差が出ます。

◦ムラなく、均一に洗浄する
　ムラなく、漏れがないよう洗浄するために、例
えばワークテーブルであれば「全体を縦 5回、横
5回、抜けがないように擦り洗い」のように、洗
浄する場所、洗い方、回数などを決め、この「標
準作業」を教育・訓練の反復を通じて、作業者に
習得させることが重要です。
　合わせて、洗浄の「結果」がどのような状態に
なっていなければならないか、仕上がり状態の「基
準」を、作業者間でばらつきがないように統一（=
目合わせ）させることが重要です。

i	 拙稿『「食」の安全と衛生管理の役割を考える』（月
刊HACCP誌 24 年 7 月号）を参照

ii		拙稿『「食」の安全に必要な「清潔」と「汚れ」を
考える』（月刊HACCP誌 24 年 8 月号）を参照

iii	 手作業による洗浄の場合、牛脂などの融点（40℃
以上）より高く、タンパク質の凝固が始まる 60℃
以下で、かつ作業者が火傷せず安全に作業出来る
50℃前後が最適。

iv	中村利之『洗浄と効率』（月刊HACCP 誌 23 年 4
月号）を参照

v	 拙稿『「食」の安全に必要な「清潔」と「汚れ」を
考える』（月刊HACCP誌 24 年 8 月号）を参照

vi	内藤茂三『食品の変敗微生物』（幸書房 2016 年）

1/4　AD
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　前回は、効果的な洗浄作業を実施し、作業の標
準化を進める上で重要な「洗浄の 7ステップ」に
ついて考えましたが、今回は、洗浄作業を構成す
る基本作業と動作について考えます。
　筆者は、仕事の関連で、多くの食品企業・工場
の衛生管理システムや、実際の清掃・洗浄作業を
見てきました。そうした経験から感じるのは、衛
生管理に関して立派な仕組みがあり、しっかりと
した「SSOP」i や「作業マニュアル」が完備され
ているにも関わらず、実際の衛生作業の現場では、
“残念な現実”を目にすることが非常に多いとい
うことです。
　このように、「仕組み」はしっかり構築されて
いるのに、実際の現場では、それが十分に実現さ
れないことが多いのはなぜでしょうか。
　「仕組み」はあっても、それを実際に定着・運
用させるための教育トレーニングが十分に機能し
ていないなど、衛生管理の仕組みが上手く機能し
ない現実には、いくつかの典型的な理由や原因が
考えられます。しかし、特に「現場」を見て強く
感じるのは、隠れた原因の 1つとして、清掃や洗
浄作業の基本作業や動作が標準化されていないこ
とで、結果的に衛生作業の「結果」にバラ付きが
発生している事実です。
　清掃や洗浄は、誰にとっても、子供の頃から身
近な日常的な経験の一つで、そのため多くの人が、
「掃除ぐらいできる」と考えていますが、本当に

そうでしょうか。筆者は、衛生講習などの依頼を
受けて、食品工場でスタッフトレーニングを行う
ことがありますが、あるとき大変びっくりしたの
は、ダスターでテーブルを拭く実習を行なった際
に、ダスターを、まるで“おにぎり”を握るよう
に絞った（と言うより両手で“押し潰し”た）人
がいたことです。この例は、非常に極端な例かも
しれませんが、実際の清掃や洗浄では、“十人十色”
のバラバラな行為が行われているのが現実です。
　清掃や洗浄に関して、正しい方法を、きちんと
した教育を受けた人はほとんどいないのに、大抵
の人が“自分でできる”と思っている、この「ギャッ
プ」が清掃や洗浄における最大の問題です。

1. 洗浄作業の『基本動作』を標準化する

　清掃や洗浄作業を標準化するために、多くの工
場では「SSOP」や「作業マニュアル」が作成さ
れますが、多くの場合、それらの作業を実施した
結果には、作業者によるバラ付きが生じてしまい
ます。問題は、それら「標準作業」の構成単位で
ある「基本動作」が標準化されていないことにあ
ります。
　例えば、「テーブルを洗う」作業を標準化する
場合、「①スポンジに洗剤をつけて擦って洗う、
②ダスターで拭き上げる」のように作業の「手順」
を決めますが、今までに見てきた多くの事例では、

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第6回

洗浄の基本「作業」と「動作」の標準化を考える



月刊HACCP2024年12月号  41

作業の「順番」は決まっていても、作業標準化に
最も重要な基本動作の「2H（どのように、どの
程度）」がきちんと定義されている例は非常に少
ないことが問題です。「スポンジに洗剤をつけて、
擦って洗う」場合、どのように、どの程度まで洗
うのか、基本的な動作がきちんと統一されなけれ
ば、作業の「結果」を標準化することはできません。
　食品工場における日常的なライン洗浄作業で
は、いくつかの「基本動作」があります。「高圧
洗浄機で洗浄する」「スポンジで洗う」「ブラシで
擦り洗いする」「ダスターで拭き上げる」など、
洗浄作業の「基本動作」を標準化し、トレーニン
グを通じて、これらの基本動作を徹底させること
が、衛生作業の「標準化」を現場で実現するため
の前提条件です。
　作業標準化のためには、各作業ごとに、「2H（ど
のようにして、どの程度）」を具体的、客観的基
準で定義することが必要です。
　例えば、「ブラシでまな板を洗う」場合、ブラ
シで「縦 5往復→横 5往復→斜め 5往復の順に、

擦り洗いする」ように、誰でも一通りに理解でき
る（＝自分で判断させない）ように、手順と回数、
基準を明確に定めます。

1高圧洗浄機で洗浄する
　食品工場の洗浄作業では「高圧洗浄機（=ジェッ
ター）」が多く使用されていますが、食品工場の
衛生管理では、この高圧洗浄機を正しく使用する
ことが大変重要です。
　高圧洗浄機を使用すると、高水圧で手早く汚れ
を除去する（汚れが無くなったのではなく、場所
を移動しただけ）ことが可能ですが、同時に、こ
の高水圧による汚れの「飛散」が、製造室内で二
次汚染を発生させる大きな原因となります。した
がって、「清潔区域」では、高圧洗浄を行う作業
対象範囲を、必要最低限に制限することが必要で
す。
　高圧洗浄は、「予備洗浄」ii 工程で、高圧洗浄
を使用しないと作業効率が極端に低下する、特定
の対象範囲への使用に制限します。具体的な例を

図1　ジェッター（高圧洗浄機）による洗浄

ジェッターによる飛散・二次汚染の発生を防止する
ジェッターの「ストレート」使用を制限する
「ストレート」噴射は飛散・二次汚染リスクが高い
指定された作業以外は「ワイド」噴射で使用する

ジェッターは指定された範囲・目的以外では使用しない
ネットコンベア・製造機器・ミキサータンクなどの予備洗浄以外では使用しない
床洗浄・機器洗浄後のすすぎ作業では使用しない

飛散させないジェッターの使用方法
洗浄対象物から離れた距離で使用しない
基本は上→下へ流す

床面を流す時は、低い姿勢で、水圧を下げて（もしくは「ワイド」で）
使用して、飛散を防止する

ジェッターを持っていない方の手でノズルを囲い、洗浄水を飛散させない
飛び散りは自分の体の方に向ける
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あげると、ネットコンベアや、作業者が入れない
大型タンク内部などの予備洗浄工程がこれに該当
します。
　このような対象範囲で高圧洗浄を行う場合、基
本教育を通じて、作業者に飛散リスクを十分に理
解させた上で、以下の「飛散防止作業ルール」を
徹底させます（図 1）。
◦	高圧洗浄機を、洗浄対象物と離れた場所から
使用すると、洗浄汚水が広範囲に飛散するの
で、対象に近い位置から洗浄します。

◦	機械などを洗浄する場合、空いた方の手で洗
浄機のノズルを覆い、飛散を防止します。

◦	予備洗浄以外で高圧洗浄機を使用する（洗浄
後のすすぎ作業など）場合、高水圧（=ストレー
ト）での使用をやめ、噴射パターンを低水圧（=
ワイド）に切替えて使用し、洗浄汚水の飛散
による周辺の汚染を防止します。

◦	排水溝やグレーチングを高水圧で洗浄すると、
汚水の飛散で製造室内環境を悪化させるので、
高水圧（=ストレート）での洗浄は行ってはい
けません iii。

◦	床面を流す場合、水圧を下げ、低い位置から使
用することで、洗浄汚水の飛散を防止します。

2スポンジで洗う
　生産ラインの機器・備品類のうち、特に平滑な
表面やパーツ類の洗浄では、スポンジを使用する
と効果的に洗浄することができます。洗浄する場
合、洗浄ムラや抜けを作らないよう、以下の作業
ポイントを守ります（図 2）。
◦	平面を洗浄する場合、まず 4 辺を擦って洗浄
します。

　ワークテーブルなどを洗浄する場合は、上面だ
けでなく側面も合わせて洗浄します。

◦	次に、「の」の字を書くように、4辺の内側を
こすり洗いします。

　抜けがないように、円を重ねるようにして洗浄
し、一列洗浄後、円の半径分ずらして洗浄範
囲が半分重なるようにして洗浄します。

◦	棒状のものや局面がある場合、同じ場所を必
ず一往復以上往復させて洗浄します。

　凹部やスポンジが内部に入らないものは、ブラ
シを併用して洗浄します。

3ブラシで洗浄する
　生産ラインの機器や備品類のうち、樹脂製まな
板など表面が平滑でないものや、凹部のあるもの

図2　スポンジで洗浄する

スポンジで擦り洗いする
平面を洗浄する場合、まず４辺を擦り洗いする

ワークテーブルなどは、上面だけでなく側面も合わせて洗浄する

「の」の字を書くように擦り洗いする
抜けがないように、円を重ねながら洗浄する
一列洗浄後、円の半径分ずらして、洗浄範囲が半分重なるよう
に洗浄する

棒状のものや局面がある場合、同じ場所を必ず一往復以上往復
させて洗浄する

凹部やスポンジが中に入らないものは、ブラシを併用して洗浄する
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はブラシで洗浄すると効果的です。洗浄す
る場合、洗浄ムラや抜けを作らないよう、
以下の作業ポイントを守ります（図 3）。
◦	平面を洗浄する場合、まず 4辺を洗浄し、
次に 4 辺の内側を「W」を書くように、
洗浄箇所が半分重なるようにしてブラシ
ングします。

　　ブラッシングする際は、ブラシの毛の
弾力（＝反発力）を利用して洗浄するこ
とが効果的です。ブラシを必要以上に強
く押し付けて洗浄すると、洗浄効果が低
下するだけでなく、ブラシを劣化させる
原因となります iv。

◦	凹凸のある複雑な形状のものを洗浄する
場合、ボトルブラシを使用して、形状に
合わせて洗浄します。ブラシの入らない
部分は、チャンネルブラシ（歯ブラシ状
ブラシ）を使用して洗浄します。

◦	筒状のものは、パイプブラシを使用して、両
出口からパイプ内部を、それぞれ 3 回以上ブ
ラッシングして洗浄します。

　　パイプブラシは、洗浄部の内径に適したサイ
ズのものを使用します。ブラシのサイズが洗

浄部の内径よりも小さい場合、洗浄ムラや抜
けが発生する原因になります。また、反対に、
内径よりも大きいサイズのブラシを使用した
場合、洗浄対象物の素材によっては、内部の
スカッフ発生や、ブラシの破損による異物混
入発生の原因となる可能性があります。

図3　ブラシで洗浄する

ブラシで擦り洗いする
平面を洗浄する場合、「W」を描くように、洗浄箇所が半分重なるように
ブラッシングする

凹凸のある複雑な形状のものを洗浄する場合、ボトルブラシを使用して、
形状に合わせて洗浄する

筒状のものは、パイプブラシを使用して、両出口からパイプ内部を
３回以上ブラッシングして洗浄する

両側から中央部まで完全に洗浄する
パイプブラシは洗浄対象の口径に合ったものを使用する

上記のブラシが入らない部分は、チャネルブラシ（歯ブラシ状ブラシ） 
を使用して洗浄する

図4　ダスターで拭きあげる

１
２

３

１ ２
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4ダスターで拭く
　清掃や洗浄作業では、ダスターで「拭く」（「水
拭き」、「乾拭き」、「洗剤拭き」など）作業が高い
頻度で行われます。「拭く」作業は、正しく行わ
ないと“拭きムラ”ができるだけでなく、最悪の
場合、「汚水を塗り広げる」だけの結果になって
しまう可能性があります（図 4）。
◦	ダスターは“4つ折り”にして、常にきれいな
面を使用して拭き上げます。

◦	ダスターで拭く際は、左→右（もしくは右→左）
の“1方向”に、1回拭き上げます。

　	　2 回拭きする場合、ダスターを折り返して、
きれいな面で拭き上げます（同じ面で 2回拭か
ない）。この際、ダスターで左⇄右に“往復拭き”

すると、2 回目は汚れた面で拭き上
げることになるので、拭き上げ対象
面への汚れの残存率が上昇し、結果
的に 1回拭きよりも対象面の清浄度
が低下します（図 5）。
◦テーブルなど平面を拭く場合、①
　1 方向に一列拭き上げ、②次に、
　一列ずつ隙間ができないように拭
　き上げ範囲をずらして全体を拭き
　上げ、③最後に、拭き上げ範囲の
　4 辺を拭き上げます（1 方向に拭
　き上げると、拭き上げの両端の汚

れ残存率が上がるので、最後に両端を拭き上
げて仕上げます）。

◦水を入れたバケツで、使用して汚れたダスター
を洗いながら拭き上げ作業を続けているのを
目にすることがありますが、これではダスター
で汚水を塗り広げているだけの結果になりま
す。ダスター 1 枚では拭ききれない範囲を拭
き上げる場合、必要な枚数のダスターを準備
し、きれいなダスターに交換しながら拭き上
げます。

2. 洗浄作業による意図しない
　 「二次汚染」を防止する

　洗浄作業では、間違った作業方法や不適切な洗
浄用具の取扱いの結果、意図しない二次汚染の原
因となることがあります。洗浄作業が二次汚染の
原因とならないように、基本的な作業ルールを遵
守します。
◦	洗浄用具の「カラーコントロール」を徹底さ
せます。

　　例えば、「清潔」範囲作業用は「青」、「非清潔（=
汚染）」範囲作業用は「赤」のように、清潔範
囲とそれ以外の範囲の作業用器具（スポンジ、
ブラシ、ダスター、バケツなど）は色分けして、
それぞれ専用化して管理します。

◦	生産ラインの「食品接触面」と、その周囲で、
生産作業者が作業中に手で触れる可能のある
範囲（作業台の側面、機器のスイッチなど）
は「清潔」作業範囲です。　　

図5　拭きあげで汚染を残存させない

福﨑智司「実践！洗浄殺菌の問題解決事例研究会2022」
（株式会社サイエンスフォーラム）テキストより転載

用具のカラーコントロール（色分け）を守る

スポンジ・ブラシなどの色分け

青：清潔作業範囲

赤：汚染（清掃）作業範囲

膝より上は「清潔」範囲、
下は「汚染」範囲「衛生作業用（緑）」
と「掃除用（赤）」を区別する

図6　洗浄器具を介した二次汚染を防止する
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	 　生産作業者は、作業中に多くの範囲を直接
手で触れ、そのままの手で食品接触面を触れ
ることがあります。したがって、作業中に直
接手で触れる可能性のある範囲は、すべて食
品接触面と同様に「清潔」範囲として管理し
ます。

◦	「清潔」範囲と「非清潔（=汚染）」範囲は、自
分の膝の高さを基準に、膝より上（清潔範囲）
と下（非清潔範囲）で分けて管理します（図 6）。

◦	高圧洗浄機や水道ホースを使用する場合、使
用していない間は、洗浄機のガン部分やホー
スを床面に放置してはいけません（ガン部分
やホースが汚染されると、その部分を触った
作業者の手が汚染します）（図 7）。

　	　また、コンベアや生産ライン機器の上に、洗
浄機や水道ホースを通してはいけません（ホー
ス外側の汚れが、コンベアや機器を汚染させ
る原因になります）。

◦	洗浄作業で使用するバケツや洗浄用具類（ス
ポンジ、ブラシなど）は、コンベアや生産ラ
イン機器の上に直接置いてはいけません。バ
ケツや洗浄用具類は、作業中は専用の作業台
の上に置く、もしくは金属製「S字」フックで
バケツを吊るし、洗浄用具類はそのバケツ内
に置きます。

◦	洗浄作業中に手が汚れた場合（ゴミを処理す
る、グレーチングに触れるなど）、必ず手を洗

うか手袋を交換します。

i	 「Sanitation	Standard	Operating	Procedures」 の
こと。衛生作業に関する手順を、「５W２H（いつ、
どこで、誰が、なぜ、何を、どのように、どの程度）」
が分かるように、標準化し文書化したもの。

ii		拙稿「洗浄作業の７ステップを理解する」（月刊
HACCP誌 2024 年 11 月号）を参照

iii	「室内全体に汚染を拡散させるエアロゾルが
発生するため、高圧ホースを使って排水溝の
清掃又は洗浄を行なってはならない」（FOOD	
AND	AGRICUTURE	ORGANIZATION	OF	
THE	UNITED	NATIONS	WORLD	HEALTH	
ORGANIZATION、「調理済み食品中のリステリ
ア・モノサイトゲネスの管理における食品衛生の
一般原則の適用に関するガイドライン」）

iv	株式会社バーテック	ホームページ、「その衛生管
理用ブラシの使い方は正しいですか？選定、使用、
保管方法について」

ジェッターの取扱いルール

ジェッターで洗浄汚水や汚れを飛散させない

ジェッター使用は必要場所だけに限定する

むやみに高圧・ストレートで撃たない

ジェッターのガン（吐出口）を床に放置しない

洗浄用具で交差汚染を発生させない

洗浄用バケツなどを機械類やコンベアの上に置かない

→ S字フックの活用

図7　交差汚染させない作業ルール
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1. 衛生・洗浄作業にとって重要な
　 「用具類」選びの基準

　前回までの連載では、食品工場における衛生と
その実現と維持に必要な衛生・洗浄に関して考え
てきましたが、今回は、この衛生・洗浄の実際の
作業に必要な資機材類（洗剤・用具類）の選択と
管理方法について考えます。　　　
　日本には「弘法筆を択ばず」i との諺があり
ますが、英語にも類似の意味を持つ「A bad 
workman blames his tools.（= 下手な職人はいつ
も道具に難癖をつける）」 ii という諺があります。
しかし、食品工場の衛生・洗浄作業の現実と、そ
こで使用される資機材の役割と重要性を考える
と、食品工場ではこれらの諺は適切とは言えませ
ん。なぜなら、食品工場の衛生・洗浄作業では、
複雑な使用説明がなくても、誰でも簡単に、間違
いなく使用でき、きちんと汚れを落とすことがで
きる、使いやすく安全性の高い資機材（洗剤や洗
浄用具）を選び、それらを適切に管理することが
非常に重要と考えるからです。
　洗浄・衛生作業で使用する資機材類は、「薬剤
類（洗剤・除菌剤など）」と「用具類（スポンジ・
ブラシ・洗浄機など）」の 2 カテゴリーに大別で
きますが、両カテゴリーに共通する重要な点は、
金額（費用）を選択の第一基準にすべきではない
ことです。言うまでもないことですが、工場運営

にとってコストコントロールは非常に重要な管理
項目です。しかし、衛生・洗浄に関しての最優先
基準は「食品の製造・保管にふさわしい衛生環境
を実現・維持」すると言う目的の達成に、それが
どの程度有効かであるはずです。いくらコストが
安くても目的（= 衛生的な環境を作ること）を効
果的に達成できなければ意味がありません。つま
り、費用の「高い」「安い」を、資機材類を選択
する際の優先的な判断基準にすると、「目的」と「手
段」を取り違える（=「手段」が「目的」化して
しまう）ことになりかねません。

2. 衛生・洗浄作業の用具類の選択と
　 管理方法

　資機材類を選択する場合、まず大切なことは自
分で使用して、本当にカタログなどに記載されて
いる説明通りに使用できるか、自社で必要とする
結果がきちんと得られるかどうかを、自分で確認
することです。なぜなら、工場の設備や環境は各
社で異なっており、他社では結果が良くても、必
ずしも自社に適しているとは限らないからです。
以下に資機材類を選択する際に考慮するべき点を
整理します（表 1）。

1 洗剤類を選ぶ際にチェックすべき項目
　洗剤類の評価では、往々にして「洗浄力（＝「落

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第7回

衛生・洗浄作業に必要な資機材類の選択と管理の基準を考える
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ちる」「落ちない」）」が重視される傾向がありま
すが、食品工場での使用に当たっては、それと同
等、もしくはそれ以上に食品、設備、作業者に対
しての安全性が重要です。洗剤類の安全性評価に
当たっては、以下の各項目をチェックします。
①	安全性の根拠が明確であること：使用した作業

者に火傷や爛れなど、トラブルが発生する可
能性のある製品は使用すべきではありません。
また、製品の安全性確認に必要な情報、例え
ば「SDS（= 安全データシート）」などがきち
んと提出できないようなメーカーや、販売店
の製品を使用することは見直しが必要です。

②	洗浄力が必要かつ十分であること：洗剤の「洗
浄力」は、高いことではなく、対象としてい
る汚れをきちんと除去するのに「必要な洗浄
力」があることが重要です。食品工場で毎日
行われるライン洗浄では、「その日の汚れはそ
の日のうちに除去して、明日に持ち越さない」
ことが重要です。

　　ライン洗浄作業には、食品工場に多いタンパ
ク質や、油脂汚れに対する除去性能の高いア
ルカリ性の洗剤の方が、中性洗剤よりも適し
ている場合があります。

③	すすぎが容易で残留物が残らないこと：どんな
に洗浄力が高くても、すすぎに手間がかかるも

のや、すすぎ後に成分が残留する可能性がある
ものは食品工場での使用に適しません。

④	器具・機械類への腐食性が少ないこと：一例
を挙げると、食品工場で殺菌剤として広く使
用される次亜塩素酸ソーダは、ほとんどの金
属類に対して腐食性（= サビや変色の原因と
なる）があるので、使用に当たっては適切な
使用方法（希釈倍率、浸漬時間、すすぎなど）
を守る必要があります。

　また、アルミニウムは、アルカリにも酸にも弱
い「両性金属」なので、アルカリ性や酸性の
洗剤を使用すると、変色や腐食（穴あきなど）
の原因となる場合があります。

2 用具類を選ぶ際にチェックすべき項目
①素材の安全性：洗浄や殺菌に耐えられる耐熱

性、対薬品性が必要です。工場で使用される酸、
アルカリ、油に対して耐性があり、「食品・添
加物等の規格基準」に基づく溶出試験に適合
しているかどうかも合わせて確認します。

②	耐久性：割れにくい素材かどうか。ブラシ類
の場合、毛が抜けにくい構造で異物混入の原
因となりにくいこと。

　　綿タオルを、拭き上げ作業などで使用してい
る例を見かけますが、綿タオルは、毛バダチや、

表1　洗浄用資機材の選定と管理

◎洗浄用器具類の選定基準
　・異物混入の原因となる可能性がある材質は使用しない
　　◦スチールたわし
　　◦棕櫚製の亀の子たわし・ブラシ
　　◦綿製タオル

◎洗浄対象物の形状・洗浄部位・汚染度により最適な洗浄器具を選択する
　I.  洗浄対象物に合わせ器具を選択する⇒例：ハンドブラシorたわし
　II. 作業効率と精度から、使い勝手の良いサイズと形状を決める
　　 ⇒ 誰が、どこで使用するのか？

◎洗浄用器具類の管理
　・洗浄用器具の保管方法
　　◦使用後は、洗浄・殺菌してから保管する
　　◦保管場所を定め、調理・加工用器具や原材料と分けて保管する
　　◦乾燥できる状態で保管する

　・洗浄用具の使用・交換基準を決める
　　◦交換すべき基準や交換頻度を決めて管理する
　　◦消耗品類は使用量や補充履歴、使用期限を決め、発注ルールを定める
　　◦ 使用する場所・目的に応じて洗浄器具類は「色別」による区分管理を行う
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ほつれなどが異物混入の原因となる可能性が
あるので、工場内では使用すべきではありま
せん。また、ブラシのハンドル部などのプラ
スチック部は、傷が付きにくく、欠けなど破
損しにくいことも重要です。

③	メンテナンス性：使用後に洗浄しやすく、洗浄
後は乾燥させやすいことは、食品工場で使用
する用具類にとって絶対条件です。乾燥しに
くい素材・構造の場合、微生物が増殖し、食

品や食品接触面を交差汚染させ
る原因となる可能性があります。

3 洗浄作業終了時の点検・確認
　毎日の作業のため場内に持ち
込む資機材は、持ち込み前に必
ず数量を確認し、破損や汚染が
ないかを目視で点検して記録を
残します。作業終了時には、使
用した全ての資機材を集め、員
数を数えて持ち込み数と差がな
い（不明分がない）こと、破損
がないことを確認して、記録
を残すことが必要です（表 2）。
万一、持ち込んだ数と員数が合
わない場合や、破損が確認され
た場合、必ず場内を点検して不
明分や破片を回収します。

4 用具類の衛生的な保管方法
　スポンジやブラシなどの洗浄
用具類は、衛生的な状態で維持
管理されていないと、洗浄作業
に使用した際に、用具類が交差
汚染を発生させる原因となる可
能性があります。用具類をいつ
も衛生的に使用できる状態に維
持するため、使用後は洗剤で洗っ
て汚れを落とし、次亜塩素酸ナ
トリウム 200ppm 溶液に 5 分間
浸漬して除菌します。スポンジ
を使用後に洗浄しただけの場合
と、洗浄後に除菌した場合の細

菌数を比較すると、洗浄後に除菌することで明ら
かにスポンジの細菌数が大きく減少（1.67 x 106 

→ <1.00 x 102）iii します。ただし、除菌を行う際
に、除菌力を高めようとして次亜塩素酸ナトリウ
ムを必要以上の高濃度で使用すると、かえってス
ポンジを劣化させる原因となることがある iv ので
必ず濃度を守ることが大切です。
　スポンジ・ブラシ・ダスター・モップ・スクイ
ジーなどは、洗浄後に洗浄・殺菌して、風通しの

表2　持込み品点検リスト（例）
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良い場所に吊るし、乾燥させて保管します。ロッ
カー内やバケツの中など、風通しが悪く乾燥しに
くい状態で保管すると、カビや雑菌を増殖させる
原因となります（写真 1・2）。

5 用具類の交換・管理基準を作成する
　スポンジ・ブラシ類など消耗資機材は、それぞ
れ管理基準（もしくは交換限度見本）（表 3）を

設定し、定期的に新品と交換して、いつも良好な
状態で使用できるように管理します。スポンジや
ブラシは、洗浄作業時に設備・機械類の食品接触
面に直接接触するので、これらが劣化していたり、
汚染された状態（スポンジが真っ黒になったり、
ボロボロになるまで使用するなど）では、交差汚
染や異物混入の直接的な原因となります。
　用具類の交換頻度は、例えばスポンジの場合、

写真1　	洗浄用具類を洗浄・殺菌後、吊
るして保管します

写真2　	洗浄用具類をバケツなどで保
管すると乾燥せず、雑菌などが
増殖する原因となります

写真3　ブラシの毛が破損した例

表3　洗浄用具交換管理表（例）

名称 写真 数量 交換基準 交換実施日 写真 数量 交換基準 交換実施日名称

スポンジ黄 10

3

3

2

1

各1

中1
小4

1

1

各1

各1

1

4

4
スポンジ青

ハンドブラシ黄

ボトルブラシ大

ボトルブラシ小

ハンドブラシ青

ハンドスクイージー
中小

ハンドブラシ小

パイプブラシ

パイプブラシ先

シャンプーカバー

ステンスクイージー

フロアスクイージー
中小

ヴァイカンブラシ

フロアスクイージー

※破損があった場合はただちに報告し交換する
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毎週曜日を決めた定時交換が理想的です。弊社顧
客の中には、食品接触面の洗浄に使用するスポン
ジを毎日交換している例もあります（毎日“使い
捨て”にするのでなく、使用したスポンジは回収
して、食品接触面以外の清掃作業専用に使用して
います）。
　用具類の交換基準は、以下を目安にして作成し
ます。
①スポンジの場合：
◦スポンジに黒ずみや変色がないこと
◦スポンジ本体に割れ、ちぎれ、変形、型崩れ、

毛羽立ちがないこと v

◦スポンジ外側にネットやカバーが付属したタイ
プでは、ネットやカバーの繊維にほつれや破
損がないこと

②ブラシの場合：
◦ブラシ本体にひび、変形、割れなどがないこと vi 
◦ブラシの毛に変形（= 反り）、抜け、破損がな

いこと（写真 3）

3. もう一度、用具類の選択基準を考える

1「HACCP 対応」製品とは ?
　ブラシやスポンジなどの洗浄用具類の中には

「HACCP 対応」を売りにしているものが多くあ
ります。試しに、「HACCP　清掃用具」を検索ワー
ドにして検索すると、「HACCP 対応」を標榜す
る「製品メーカー」や「用具類」を数多く見つけ
ることができますが、この「HACCP 対応」とは
どの様な意味なのでしょうか。
　Codex の「食品衛生の一般原則」では、メン
テナンスや洗浄で使用される資機材に対する要求
事項は、『洗浄方法および必要な資機材は、食品
事業の性質、食品の種類及び洗浄すべき表面に依
存する……洗浄の器具は、接触面または食品の交
差汚染源とならないように、清潔を維持し、メン
テナンスされ、かつ定期的に交換すべきである』
vii と記されています。また、厚生労働省の「HACCP
に基づく衛生管理」 や各食品等事業者団体が作成
した業種別手引書にも、HACCP で使用する資機
材の規格や認証制度の記述はありません。
　では、「HACCP 対応」とはどういう意味な

の で し ょ う か。 い わ ゆ る「HACCP 対 応 」 製
品とは、オーストラリアに本社を置く HACCP 
International 社 ix が、食品関連施設で使用される
清掃用具や、機材、資材などの製品を対象に行っ
ている「民間認証制度」に適合していること意味
しています。同社の認証マークは、世界的に広く
認知され、食品安全に優良な製品であると考えら
れますが、HACCP システム本来の意義と役割を
考えると、ある製品が「認証」を取得しているか
どうかではなく、前述の「用具類の選択基準」に
適合しているか、そして何よりも、本当に自社で
の使用に適しているか、衛生的な環境の維持に有
効かどうかを、自分の「手」と「目」で確認して
選ぶことが重要です。

2 費用は「トータルコスト」で評価する
　資機材類を選択する場合、しばしば製品の「価
格（= 単価）」が重要な評価基準となります。し
かし、衛生作業に関するコストは、個々の資機材
類の単価の評価も重要ですが、「トータルコスト

（= 使用する資機材の総費用 < 単価 x 使用量 >、
作業と教育に要する人件費、電気・水道の使用量
など、関連するすべての費用）」の評価が重要です。
　例えば、単価の安い洗剤に切替えることで消耗・
資材費は削減できたとしても、同じ結果を出すた
めに必要な作業時間が増えることで、結果的に人
件費が増加する場合もあります。また、洗剤の使
い勝手や洗浄性能が下がった場合、結果的に、工
場内の清浄度が低下する場合もありえます。
　このように、食品衛生に関する費用は「勘定科
目（例えば「消耗資材費」「人件費」など）」単位
ではなく、“見えない費用”も含めた「トータル
コスト」で評価しなければ、経営上重要な判断を
誤る場合もありえます（くれぐれも、いわゆる「安
物買いの銭失い」x にならないように、賢い経営
判断が重要です）。

3 製品以外の直接・間接的なサービスも重要な
　 評価基準
　洗剤や資機材メーカーは、食品関連企業にとっ
て重要な情報源の一つです。製品の性能や価格も
大切ですが、それと同時に、例えば、どのメーカー
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が、どの様な情報提供能力があるのか、現場の立
会い確認やスタッフトレーニングなど、どの程度
のサポートサービスを提供する能力と、意思があ
るかなど、「サービス力」も重要な判断材料です。
　食品衛生に関連する資機材類の購入決定に当
たっては、自社が必要としている情報提供やサ
ポートのレベルを明確にして、どのメーカーが、
どの程度、どのくらいの期間継続して（=“売りっ
ぱなし”にならない）提供する能力と意思がある
かを、冷静に評価することも必要です。
　重要な「情報元」として、メーカーや業界団体、
HACCP 関連の教育機関や NPO 法人などと賢く
付き合うことも重要です。現代は“ネット時代”で、
どんな情報でもすぐに入手できる（真偽の評価は
難しい）からこそ、しっかりした情報元と良好な
関係を築くことの重要性が見直されるべきではな
いでしょうか。

i 『本当の名人は道具のよしあしにかかわらず立派な
仕事をすることのたとえ』大辞林第 4 版（三省堂）

ii  ライトハウス英和辞典第 6 版（研究社）
iii「調理場における洗浄・消毒マニュアル」文部科学省
iv 「スポンジたわしの除菌と保管」キクロン株式

会 社 洗 浄 科 学 研 究 所 ホ ー ム ペ ー ジ（https://
kikulon-pro.com/washing_tool/sponge_removing_
bacteria.html）

v 「タワシ・スポンジの衛生的管理方法」スリーエムジャ
パン株式会社ホームページ（https://www.3mcompany.
jp/3M/ja_JP/commercial-cleaning-jp/application/
hygiene/howto3/）

vi  「プロが紹介する衛生管理ブラシのポイント」株
式会社バーテックホームページ（https://burrtec.
co.jp/sanitary/knowledge/eisei-point/）

vii「Codex 食品衛生の一般原則２０２０」（公益社団
法人日本食品衛生協会）５.1.1

viii 「HACCP に基づく衛生管理」厚生労働省ホームページ
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
kenkou_iryou/shokuhin/haccp/01_00020.html）

ix HACCP International 社ホームページ（https://haccp-
international.com/wp-content/uploads/2024/11/
HACCP-SINGLE-6PP-FEB-2024-LR.pdf）

x 「値段の安いものは、それだけ質も悪く長持ちしな
いから、かえって高いものにつく」大辞林 第 4 版

（三省堂）

1/2　AD
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1.『衛生の死角』はなぜ生まれるのか

　「食」の安全を保障するために重要なことは何
か ? 重要なことはもちろん一つではありません。
安全な食品を製造するためには、原材料や製造工
程の管理が重要であることは言うまでもありませ
んが、同様に、どの様な「環境」下でその食品が
製造されるのか、製造「環境」も安全な食品製造
にとって非常に重要な要因です。
　製造「環境」とは、一般的には、工場で直接製
造に関わる部分以外の全ての構成要素（空気や水
はもちろん工場に関わる全ての関係者を含みま
す）を意味しますが、弊社では、工場内（清潔区
域と汚染区域の全てを含む）で「食品接触面」以
外のすべての構成要素であると考えています。
　「食品接触面」は食品に直接接触する範囲なの
で、衛生管理にとってもちろん大変重要な管理要
素ですが、同じように、食品接触面以外の「製造
環境」も様々な形で直接的、間接的に食品や食品
接触面に影響を与えます。
　どこの食品工場でも、効果や程度の差はあって
も、食品接触面の衛生管理には、何らかの管理手
段を持ち、何らかの管理を行なっているはずです。
しかし、製造「環境」に関しては、それを危害要
因としてどのように評価し、どのような管理手段
を、どの程度取るかは、工場により極端に異なっ
ています。

　食品安全マネジメントシステムの中では、工場
内の環境清浄化や製造従事者の個人衛生などは、

「前提条件プログラム」で管理すべき対象と位置
付けられます。しかし、この「前提」という位置
付けは、重要な「前提条件」を、ともすると食品
安全マネジメントシステム全体の中での「従」的
な位置付けに貶め、その役割と、管理不十分であっ
た場合の危害可能性の過小評価につながる誤解を
生む可能性があります。その結果、実際の製造現
場では、「前提条件」が軽視（“形式”だけ整えて
いれば良しとする様な）されると言った残念な状
況をたびたび見かけることになります。
　当然のことですが、どんなに原材料や製造工程
の管理が完璧であったとしても、食品が製造・保
管される環境が清潔でない場合や、製造従事者の
個人衛生管理が不十分であった場合、その環境下
で製造される食品が安全であることは保証されま
せん。
　『重大な食品事故は、しばしば CCP 管理（加熱
工程など）の逸脱以外が原因で発生しており、そ
の大きな原因は前提条件プログラムの不備に起因
している。リステリア・モノサイトゲネスなどに
よる製造環境の汚染が重大な危害要因として認識
されている現在、工場における食品製造環境が病
原菌や腐敗菌の重大な汚染源となるリスク』i と
して認識され、計画的に管理される必要がありま
す。

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第8回

食品製造環境の危害要因＝『衛生の死角』をなくす衛生管理方法
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　製造「環境」の清浄度は、製造従事者の個人衛
生などと同様に、重要なハザードとして定義され、
予防的な管理プログラムによって管理される必要
があります。

　大半の食品製造現場では、製造終了時などに掃
除や片付けなど、何らかの衛生作業が行われてい
るはずです。しかし、ではなぜ毎日衛生作業を行
なっているにも関わらず、製造「環境」の汚染が
発生し、それらが食品製造の重大な危害要因とな
るのでしょうか。
　毎日、製造終了後に衛生作業を行なっていたと
しても、例えば、洗浄作業では作業の“抜け”や

“漏れ”、作業不備による結果の“不備（= 必要な
清浄度に達していない）”が発生する可能性があ
ります。この“不備”状態が継続的に放置される
と、バイオフィルムの形成や、リステリア・モノ
サイトゲネスやサルモネラ等の病原菌による製造
環境の汚染など、重大なリスクの発生原因となり
ます。
　ちゃんと“やってるはず”なのに、こうした“抜
け”や“漏れ”が発生しやすく、バイオフィルム
汚染などの可能性が高い箇所や作業を、弊社では

『衛生の死角』と呼び、重要な管理対象として位
置付け、計画的な管理を実施しています。
　『衛生の死角』が発生する要因は主に 3 つの原
因が考えられます。
1	清掃や洗浄の作業手順や評価基準が不明確な

ため、作業結果に人や箇所によるバラ付きが
発生し、それが放置されている

2	FCS（Food	Contact	Surface= 食品が直接接触
する表面）を対象に毎回の洗浄作業を行って
いるため、FCS 以外の場所に衛生不備が発生
し、それが放置される

3	直接製造に関わる機械・備品類以外は計画的
な管理対象としていないため、製造環境内に
全く手付かずの「危険地帯」が発生する

　これら『衛生の死角』を発生させる 3 つの発生
原因のうち、#3 の「手付かずの危険地帯」につ
いては以前にも論じた ii ので、今回は #1「作業
結果のバラ付き発生と放置」、#2「FCS 中心の衛
生管理」の 2 つの原因に絞って説明していきます。

2.『衛生の死角』の発生原因#1：作業方法と
結果の評価基準が不明確なため作業結果に
バラ付きが発生し、それが放置されている

◦	衛生作業における結果の不備やバラ付きは、基
本的には衛生作業のシステム化と教育・トレー
ニングの課題 iii ですが、盲点となりやすいのは、
洗浄対象表面の状態が洗浄結果へ与える影響
の可能性です。　

　　同じ洗浄手順で行ったとしても、洗浄対象表
面の素材と状態の違いにより、洗浄結果に違
いが出ることがあります。例えば、多孔質素材、
樹脂製素材、ゴムなどの場合、ステンレス表面
と比較すると洗浄しにくく、ステンレスの場
合と同じ方法で洗浄すると、汚れの除去率に
大きな差が出る可能性があります。また、素
材表面の状態（劣化、傷の有無など）も洗浄
結果に大きな影響を与える可能性があります。

　　表 1は、同じ樹脂製まな板 2 枚を、弊社の
同一スタッフが、同じアルカリ洗剤とブラシで
洗浄した結果を ATP で計測したデータです。

表1　樹脂製まな板の洗浄後の清浄度（ATP（A3）法による計測）

　 まな板
　 傷の多いもの 傷の少ないもの

1月16日 2986 62
2月3日 2748 N/A
2月21日 765 32

（単位：RLU）

　　この表で明らかな通り、傷の有無以外は全く
同一条件での洗浄結果にこれだけ大きな差が
発生しています。このことから、「同じ」まな
板でも、「まな板」として一括りにして、一律
に同じ方法と基準を適用するのではなく、対象
表面の状態を評価して、場合によっては、洗
浄方法を変更することの必要性が分かります。

◦	写真 1は、フードスライサーの刃部分の洗浄
後の写真ですが、このタイプのスライサー刃
では、刃と刃の間隔が狭く、隙間内部を直接
洗浄するのは非常に困難です。このタイプの
刃をブラシで洗浄すると、ブラシの毛先が切
断され、異物混入の原因となる可能性がある
ため、従来は高圧洗浄機を使用して洗浄して
いました。しかし、この洗浄方法では刃の隙
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間を十分に洗浄することが困
難なため、写真 1のような洗
浄不備箇所が発生していまし
た（部分的にはバイオフィル
ム汚染が疑われる箇所もあり
ます）。

　	　このスライサー刃の問題
は、毎日同じ方法で、洗浄作
業を機械的に繰り返し、洗浄
後の結果評価をきちんと行っ
ていなかった（=“洗いまし
た”で終わっていた）ことが
原因で発生したものです。

　　この例で分かる通り、洗浄
作業では、毎回の作業終了時
に結果を評価し、問題があれ
ば「修正」作業を行うこと。
合わせて、定期的に、作業方法そのものの妥
当性を評価し、必要な場合は作業方法・手順
を変更する「是正」措置が必要であることが
分かります。

　　なお、このスライサー刃の場合、毎日の製造
終了後に、異物混入の原因となるブラシ片や
汚れの飛散を防止するための養生を施した上
で、ブラシと高圧洗浄機を使用して刃と刃の
間を十分に洗浄し、それに加えて、定期的に
刃全体をフレームごと洗剤希釈液へ浸漬洗浄
する、作業手順と洗浄計画を変更することで、
刃の清潔度管理を改善しました。

◦	自動洗浄機は、スチールパンなどの洗浄時間
の短縮には非常に効果的ですが、工場によっ
ては、この自動洗浄機を充填機などの重要パー
ツやパッキン類の洗浄にも使用しています。

　　表 2は、自動洗浄機の洗浄手順を検証し、
洗浄結果を改善した例です。この工場では、計
量機の分解したパーツ（カップスケール、フィ
ダーベルトなど）を自動洗浄機で洗浄してい

ましたが、洗浄後のパーツ類の清浄度を ATP
で測定したところ、多くのパーツで 5 桁以上
の RLU 値が計測されました。

　	　これらパーツ類は、食品に直接接触する重
要部位のため、顧客と検討した結果、管理基
準値を 1,000RLU に設定し、洗浄工程の改善を
試みました。

　　洗浄機への投入前に、パーツ類の「前洗浄」
工程（予備洗浄 + アルカリ洗浄液へ浸漬・下
洗い工程）を追加した結果が表 2です。この
結果から、前洗浄工程の追加により洗浄結果
に多少の改善が見られること。同時に、これ
だけでは管理基準値（1,000RLU）を安定的に
達成することが困難であることが判明しまし
た。この結果に基づき、追加の改善対策として、
洗浄機で洗浄したパーツを、最後に 40℃のお
湯でリンスする工程（擦らずにシャワーで流
すだけ）を追加することで、管理基準値を安
定的に達成することができました。

　　この例から、自動洗浄機による洗浄には、適

写真1　	フードスライサー刃の洗浄後の
状態（刃の隙間に汚れが点在
していることと、刃の表面の一
部が汚染が堆積していることが
わかる）

写真2　連続洗浄機の側面パネルを外
したところ

	 洗浄機内に汚染が拡散（白円
の内部）していることがわかる

表2　ATP測定結果ー自動洗浄機で洗浄後とすすぎ後で数値が大きく改善しているのが分かります
実施者 条件 シャッター① シャッター② シャッター③ シャッター④ シャッター⑤ シャッター⑥ シャッター⑦ シャッター⑧ シャッター⑨ シャッター⑩

5/18
すすぎ前 40°C 798 23204 8008 13537 11020 21614 7765 12062 20699 8898
畠中 40°C 982 938 933 449 439 210 364 1040 738 690



月刊HACCP2025年２月号  43

したものと適さないもの（パーツ類など複雑
な形状のもの、凹凸のあるものなど）がある
こと。また、洗浄機内部での再汚染の可能性

（前述の洗浄結果のデータでは、湯で濯いだだ
けで ATP 測定値が劇的に改善していることか
ら、機械内部での洗浄汚水の飛沫の再付着が
推定される）があり、何らかの対策が必要で
あることが分かります。

　　また合わせて、定期的な管理が不充分な場合、
洗浄機自体が汚染源となる可能性も理解して
おく必要があります。写真 2は、ある工場の
連続洗浄機の側面パネルを外したところです
が、バイオフィルム汚染が疑われるピンク色
やオレンジ色の汚染が、洗浄機内部に広範囲
に広がっていることがわかります。

　こうした洗浄機内部の汚染を防止し、洗浄工程
での再汚染を防止するために、以下の工程追
加・変更が効果的です。

　①	生産作業で洗浄機を使用している場合、衛
生作業に使用する前に、一度洗浄機内の洗
浄液を排水し、洗浄槽内と壁面を流水で濯
いでから、パーツ類洗浄などの衛生作業を
開始します

　②	衛生作業終了時には、洗浄液を排水してか
ら、泡洗浄で洗浄槽内と壁面を洗浄し、流
水で濯ぎます

　③	定期的に側面パネルを外し、ネットやコン
ベアを含む庫内全体を泡洗浄し、流水で濯
いで乾燥させます。

　　充填機や計量機のパーツ類などの重要部品
や、パッキン類などの特に高い清潔度が必要
なものの洗浄には、自動洗浄機を過信すると
リスクが大きいことを理解した上で、洗浄作
業手順を決める必要があります。

　	　自動洗浄機でパーツ類など重要部品を洗浄
する場合、洗浄結果を検証し、必要に応じて
手洗い洗浄への変更や前洗浄工程の追加、洗
浄機での洗浄後に流水による濯ぎ工程を追加
するなど、洗浄結果の評価に基づく洗浄工程
の妥当性検証と、必要に応じた工程の追加・
変更が必要です。

3. 洗浄結果を確認して
　 作業方法・手順の妥当性を検証する

◦	洗浄や清掃などの衛生作業では、しばしば「や
りっぱなし」による問題が発生します。衛生
作業では「行為基準（“やった”か“やってい
ない”か）」で評価することの危険性を本連載
で既にご説明しました iv。「結果」の評価に基
づいて標準作業手順を定め、その作業の「結
果（= 作業の終了時にどのような状態になる
か）」を定量的（もしくは定性的）に定義し、
その「定義（= 結果の評価基準）」に基づいて
毎回の作業結果を確認すること。定期的に結
果をレビューして、作業の「妥当性」を検証し、
必要な場合は作業方法・手順を変更すること。
この「結果確認」→「妥当性検証」→「作業手順・
工程の変更」→「結果確認」を定期的に実施
することで、発生原因 #1「作業結果のバラ付
きと放置」による『衛生の死角』の発生を防
止することが可能です。

　　洗浄や清掃などの衛生作業の結果は、予め
設定した「清浄度管理基準」v に従って確認し

写真3	 たんぱく質汚れ可視化ライトの使用例
	 通常の目視では確認できないたんぱく残留箇所

が白く発光している
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ます。この時、洗浄結果は多くの場合は目視
で確認 vi しますが、目視確認だけでは十分に
確認できない場合もあります。写真 3は、残
留たんぱくを可視化する特殊なライト	を当て
た結果です。この写真の例では、通常の目視
確認では汚れを発見することができませんが、
ライトを当てるとたんぱく汚れの残留箇所が
白く浮かび上がり、洗浄不備箇所を容易に判
定することが可能です。このような検査用機
器を併用することで、目視確認の精度を向上
させることが可能です。

◦	定期的な洗浄結果の妥当性確認で、洗浄作業
方法の見直しが必要と判断された場合、洗剤
の変更も選択肢の 1 つですが、それ以外にも
他の洗浄方法の有効性を検証することも重要
です。比較的容易で効果的な改善方法として、
以下の代替的な洗浄方法の検討も効果的です。

	 ◦二度洗い（洗浄工程「洗浄→すすぎ」を 2	
　回繰り返す）を行う

	 ◦浸漬洗浄を行う（予備洗浄後、洗浄液に一
　定時間浸漬し、その後に洗浄する）

	 ◦泡洗浄方式に変更する
	 ◦スチームクリーナーを使用して洗浄する
	 ◦中性洗剤を使用している場合はアルカリ洗

剤を使用した洗浄方法に変更する
◦	洗浄の作業結果確認で「洗浄不備（RLU 値の

基準逸脱など）」が確認された場合、洗浄方法
の改善だけでは解決困難なものがあることも
合わせて検討する必要があります。

　　一例をあげると、前述のまな板の洗浄不備の
例のように、表面に傷の多い樹脂製まな板の
場合、洗浄方法の改善だけでは問題解決が困
難な場合もあり、傷の状態によっては、まな
板の交換や表面研磨を選択肢として検討する
必要があります。

　　これと類似した例では、樹脂製コンベアベ
ルトやプラスチックベルトコンベアは、ベル
ト表面に経年劣化で細かい擦り傷などができ、
洗浄だけでは解決困難な場合も発生します。
こうした場合、ベルトの交換基準（累計使用
時間など）を決め、定期的なベルト交換の検
討が必要です。

（次回へ続く）

i	 Dr.	 Martin	Wiedmann,	 Cornell	 University
「Importance	 of	 environmental	 monitoring	
program」、スリーエムジャパン株式会社より要約

ii		拙稿『洗浄・殺菌の“抜け”や“漏れ”のない管
理方法を考える』、月刊 HACCP2023 年 4 月号

iii	 拙稿『「結果」を保証する「衛生・洗浄」の科学的
管理方法』、「月刊 HACCP」2022 年 3 月号	

iv	拙稿『「食」の安全に必要な「清潔」と「汚れ」を
考える』、「月刊 HACCP」2024 年 8 月号

v	 拙稿『「食」の安全に必要な「清潔」と「汚れ」を
考える』、「月刊 HACCP」2024 年 8 月号

vi		洗浄の結果確認に ATP を使用する場合も多いが、
検査費用（１検査あたり220円〜250円程度）がネッ
クとなって検査ポイント数が制限されることが多
い。

vii「たんぱく質汚れ可視化ライト	ワープサーチ」（合
同会社アドミライ社製）を使用して撮影

1/4　AD
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4.『衛生の死角』の発生原因#2：
	 「食品接触面」を対象に毎回の洗浄作業
を行っているため、それ以外の部分に
衛生不備が発生し、それが放置されて
いる

　前回は、食品製造環境にとって重大な危害要因
を発生させる『衛生の死角』i の発生メカニズム
の一つ、「作業方法と結果の評価基準が不明確な
ため作業結果にバラツキが発生し、それが放置」
される危険性と、その対処方法に関して説明しま
したが、今回はもう一つの重大な発生メカニズム、
「食品接触面」を過度に偏重した衛生管理による
危険性について検討します。
　「食品接触面」は食品に直接接触する範囲なの
で、もちろん衛生管理上の重要管理項目です。し
かし、この部分だけを注視していると、食品接触
面や食品に対して影響を与える可能性のあるその
他の要因、例えば、食品接触面の「周辺」による
影響を過小評価したり、見過ごしてしまう危険性
があります
　
　1食品接触面の「周辺」には、食品や食品接
触面の衛生に影響を与える可能性が高い、要注意
箇所がいくつもあります。以下に代表的な例を説
明します。

①ベルトコンベアのベルト裏側、プーリーや 
　フレームなど
　写真 1は、プラスチックベルトコンベア（「フ
ラッシュグリッド」タイプ）のベルトを持ち上げ
たところです。このコンベアの場合、ベルト表面
は毎日清掃され、それなりにきれいな状態になっ
ていましたが、コンベア内側（ベルトの裏側）は
写真のような状態で、特にモジュール（樹脂性パー
ツ）結合部には汚れが堆積し、衛生上大きな問題
が起きる可能性があります。
　同様の問題は、ベルトに開孔部分がない「フラッ
トトップ」タイプのコンベアでも発生します。「フ
ラットトップ」タイプの場合、組みつけたままの
状態では、モジュール（樹脂板）の隙間を十分に
洗浄し、乾燥させることが困難です。このため、
コンベアを洗浄後に駆
動させると、モジュー
ルの隙間に残留した洗
浄汚水が染み出し、コ
ンベア表面を汚染する
可能性があります。
　このようなコンベア
裏側やモジュールの隙
間への汚染の堆積を除
去するためには、ベル
トを分解（モジュール
を結合しているヒンジ

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第9回

食品製造環境の危害要因＝『衛生の死角』をなくす衛生管理方法②

写真1　
ベルトコンベアの内部
モジュールの結合部などへ
の汚れの堆積がわかる
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ロッド（棒）を引き抜いて分解する）し、洗剤希
釈液に浸漬して洗浄する浸漬洗浄が有効です。洗
浄後は、ベルトを流水で十分にすすぎ、殺菌剤 ii

で殺菌し、流水で再度すすだ後、十分に乾燥させ
ます。
　また、ベルトを取り外した後、コンベアフレー
ムやプーリー、ローラーは全て洗浄し、殺菌して
乾燥させた後、乾燥させたベルトを取り付けます。
　こうした分解洗浄は、肉などの原材料や製品が
直接接触するコンベアの場合、最低でも、1カ月
に 1回以上の定期的な洗浄作業の実施を推奨しま
す。

②ライン周辺の天井・壁面などの高所
　写真 2は、製造ライン直上の天井面の汚染状
況です。この工場の場合、ラインの機器と天井と
の間隔が十分に取られていないため、ライン洗浄
時の洗浄汚水と残渣の飛散が、天井面の汚染（肉
片の付着やカビ）の原因の一つとなっていると考
えられます。
　このような天井面への汚れの付着の他にも、製
造ライン直上の配管や機械上へのホコリやカビ、
汚れの堆積などもしばしば見かける例です。これ
らの例のように、ライン直上や周辺の高所部分
に汚れの堆積が発生した場合、食品や食品接触面
に直接接していなくても、気流などの影響で汚れ
を落下させたり、空中浮遊菌の発生原因として食
品接触面を汚染させる原因となる可能性がありま
す。
　製造ライン周辺の天井や高所部へのカビ・汚れ

の堆積を防止するため
には、日常では洗浄を
行えない箇所に対する
年間管理計画を作成し、
計画的なメンテナンス
作業を（天井や高所壁
面の場合、施設の構造
にもよりますが）、半年
に 1 回以上の周期で定
期的に実施することを
推奨します。
　また、天井や高所壁

面に汚れの付着が頻繁に発生する場合、高圧洗浄
作業によるエアロゾルの拡散や、残渣の飛散が原
因として疑われます。このような場合、定期的な
メンテナンス作用による付着物除去と合わせて、
日常的な洗浄作業の見直し iii と改善を行う必要が
あります。

③機械・設備類の脚周りや裏側
　写真 3は、機械のフレーム裏側への残渣堆積。
写真 4は、作業台裏側に汚れが堆積し、カビ汚
染が発生した状況です。これらの例のように、機
械脚部や裏側などに残渣が堆積するのは、多くの
場合、床面を洗浄する際に、流水や高圧洗浄機の
水圧やブラシ洗浄により、残渣や汚水が飛散し、
それがそのまま放置されることが原因です。
　こうした機械脚部や裏側、キャスターなどへの
残渣堆積を防止するためには、定期的なリセット
（=徹底洗浄）が必要（理想的には、月 1回以上
実施）ですが、合わせて、毎日の洗浄作業で、機
械脚部やキャスターなどに残渣が残らないよう、
流水で十分にすすぐ（高圧洗浄機で洗浄すると残
渣を飛散させる原因となる）ことを習慣化させる
ことが効果的です。

④機械類内部やライン周辺の什器・備品類
　写真 5は、ミートスライサーの内側に、肉片
や血が混ざった汚れが付着した状況。写真 6は、
弁当のトッピングライン周辺の什器類です。
　写真 5の場合、スライサーの刃は洗浄され、

写真4
作業台裏側の汚れ
残渣の堆積とカビ汚染が
発生しているのがわかる

写真3
機械のフレームした裏側に
堆積した残渣

写真2
ライン直上の天井面に付着
した汚れ
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汚れのない状態になっていましたが、機械内側は
全く放置された状態で、このため、機械上部を洗
浄した際の洗浄汚水が内側に流れ込み、機械内側
に汚れが堆積した状態になっていました。
　写真6の場合、トッピングラインのコンベアは、
毎日きちんと洗浄され、その表面は問題のない状
態になっていました。しかし、コンベアのフレー
ム部分やライン奥の棚は目視ではきれいそうに見
えますが、拭き取り検査を行った結果、問題のあ
る状態であることが確認されました（大腸菌や黄
色ブドウ球菌などの検出）。
　こうした問題状況を発生させた原因は明白で、
食品接触面（スライサーの刃やトッピングライン
のコンベア表面など）に対しては、計画的な衛生
作業が行われているのに対して、その「周辺」部
分に対しては、同じレベルでの衛生作業が行われ
ていないことが理由です。

　2食品工場内の環境
を汚染する最大の原因
の一つが、場内の床面
や排水溝・グレーチン
グの汚染です。床や排
水溝の清浄度は、場内
の製造環境に大きな影
響を与える可能性があ
ります。しかし、多く
の場合、床に関しては、
労災事故防止（油汚れ
が滑り転倒事故の原因
となる）の観点から問
題とされることはあって

も、衛生管理上のリスクとしてはあまり重視され
ていませんでした。
　床や排水溝は直接製品に接触しないので、毎日
の清掃作業の最後に、水で流して「残渣が無くな
れば良い」程度の作業を行っている事例を頻繁に
見かけます。
　しかし、「食品の変敗の原因の 90%は食品製造
工場の空中浮遊微生物であり、その空中浮遊微生
物は食品工場の床や側溝などから発生している。
そのため、床や側溝を殺菌することにより空中浮
遊菌は著しく減少する」iv との指摘もあるように、
床や排水溝の汚染は、人や台車などの通行、洗浄
作業時の跳ね水や飛散などにより、直接もしくは
間接的に、食品や食品接触面、生産従事者のユニ
フォーム・手袋、包装資材など、衛生管理上の重
要管理ポイントを汚染する原因となる可能性があ
ります。
　図1は、食肉加工製品製造工場の製造室床面で、
「洗浄前」「洗浄後」「殺菌後」で細菌数がどの様
に変化するかを検証した結果です。この検証では、
洗浄には食品工場用の強アルカリ洗剤（20 倍希
釈）と床用洗浄機（ナノエッジ v）を使用。殺菌
にはオゾン水生成機 vi で生成したオゾン水（約

写真6
トッピングライン
コンベアフレームや奥側棚
に管理不十分による
問題箇所があった

写真5
ミートスライサー内側に堆積
した残渣
肉片と血などが混ざった残
渣が機械内部に付着して
いる

写真7
管理が不十分な排水溝・グ
レーチング
特に排水溝上部のグレーチ
ング設置部分に残渣が堆
積している

図1
床面の洗浄・殺菌作業の結果
洗浄だけでは床面の十分な清浄度確保が困難なことがわかる
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3ppm）を使用して殺菌。殺菌後 20 分間放置し測
定しました（図 1）。
　検査結果からは、①洗浄前と比較して、洗浄し
ただけでは十分な清浄度が確保できていないこと
（菌数が十分に下がらない）、②洗浄後に行ったオ
ゾン水による殺菌作業では、菌数を減少させる効
果があったことが分かります。
　この検証では、食品工場で一般的に行われてい
る床洗浄作業よりも徹底した洗浄作業を行いまし
たが、それでも洗浄だけでは十分な清浄度の確保
は困難でした。このことから、多くの工場の現場
で実際に行われている床洗浄作業（水で流すだけ、
もしくはデッキブラシを使用して“人力”で擦り
洗いする）では、必要な床の清浄度を確保できて
いない可能性が高いことが容易に推測できます。
製造室内に必要な清浄度を確保するためには、床
面を毎日洗浄するだけでなく、少なくとも 1週間
に一度は、リセット（=徹底洗浄）を行う計画的
な管理が必要です。

　3リステリア・モノサイトゲネスは、近年日
本でもその危険性が認識されるようになってきま
したが、リステリア・モノサイトゲネス対策では、
床や排水溝の管理は非常に重要な管理項目です。
　WHOのガイドラインには、「リステリア・モ
ノサイトゲネスは、床の排水溝に定着し、生存し
続けることが明らかになっている。このため、室
内の床以外の表面が汚染されない方法で、排水溝
を洗浄し、消毒すべきである。……室内全体に汚
染を拡散させるエアロゾルが発生するため、高圧
洗浄を使って排水溝の清掃、又は洗浄を行っては
ならない」vii とありますが、この指摘は、リステ
リア・モノサイトゲネスだけでなく、食品製造環
境の微生物汚染を防止するために共通する重要な
管理ポイントです。
　床や排水溝を適切に管理し、製造環境の清浄度
を維持するためには、以下の点が重要です。
◦	床や排水溝・グレーチングは、毎日必ず洗浄
し清潔な状態を維持する。毎日徹底洗浄する
ことが難しい場合でも、最低でも週 1 回は、
洗剤を使用して全体（機械・設備の下なども）
をリセット（=徹底洗浄）する。

◦	床や排水溝・グレーチングの洗浄作業では、
エアロゾルや残渣の飛散による室内環境の汚
染原因となるので、高圧洗浄を行わない。

　　また、交差汚染を防止するため、排水溝、グ
レーチング洗浄に使用する洗浄用具類は、専
用化して管理する。

◦洗浄に使用する水温が低い（40℃以下）場合、
油汚れを十分に除去することが困難なので、洗
剤の希釈倍率を変更する、二度洗いするなど、
洗浄方法の検討が必要。

◦	床は、洗浄後は流水で十分にすすいだ後、ウ
エットバキューム（もしくは水切り）を使用
して水を除去して乾燥させる。床を“自然乾
燥（濡れたまま放置）”させていると、細菌や
カビの繁殖、バイオフィルムによる汚染など
の原因となるので、ドライ管理を徹底させる。

i	 拙稿『食品製造環境の危害要因「衛生の死角」を
なくす衛生管理』、「月刊HACCP」2023 年 4 月号

ii		次亜塩素酸ナトリウムの場合、濃度が高過ぎる
とモジュールを変色させる可能性があるので、
200ppm以下で使用する

iii	 拙稿『洗浄の基本「作業」と「動作」の標準化を
考える』、「月刊HACCP」2024 年 12 月号を参照

iv	内藤茂三「食品の変敗微生物」、幸書房
v	 蔵王産業株式会社ホームページ参照（https://
www.zaohnet.co.jp/products/nanoedgeichioshi/）

vi	アースウォーカートレーディング株式会社ホー
ムページ「オゾンマート」参照（https://www.
ozonemart.jp/products/ozone-buster-industry）

vii「調理済み食品中のリステリア・モノサイトゲネ
スの管理における食品衛生の一般原則適用に関す
るガイドライン」、世界保健機関（WHO）CAC/	
GL61 − 2007
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　前回までの連載では、食品工場の衛生管理の仕
組みづくりで中心的な課題となる「衛生作業（=
清掃・洗浄・殺菌）」の役割とその方法に関して
考えてきましたが、今回は視点を変えて、食品の
安全性や品質を損なうだけでなく、消費者の健康
被害や企業の信頼を失墜させる可能性のある、異
物混入とその防止対策について考えます。
　なお、異物混入は、本来は健康被害を発生さ
せる可能性を基準 i に、「ハザードとして管理す
べきもの（＝重篤な健康被害を発生させる可能
性がある）」と「食品衛生上の問題として前提条
件プログラムで管理すべきもの（＝健康被害を
発生させる可能性が低い、もしくは無いもの）」
に分けて考える必要があります。しかし、本稿
では、消費者の視点から見たとき異物混入はど
のように感じられ、何が問題なのかを考えるた
めに、敢えて健康被害の視点を外して、「異物混
入」という一括りにして考えます。

1.「異物」混入とは何か

　異物混入を考えるに当たって、まず最初に、「異
物」とは何かを定義することが必要です。異物混
入に関する調査結果 ii（表 1）を見ると、異物の
内容分類では、「虫（ゴキブリ、ゴキブリの足、
ハエなど）」「金属片（針金、ステープル針、カッ
ターなど）」「人の身体に関わるもの（毛髪や体毛

など、歯、つけ爪、絆創膏など）」の上位 3 種類
が全体の 40% 以上を占め、その他にもビニール、
プラスティック片、ガラス片など、多くのものが
異物として報告されていることが分かります。
　このように、原因物質は多岐にわたっています
が、「異物」とは何かを改めて定義すると、「本来
その食品にはあっては（含まれていては）ならな
いもの」と定義 iii することができます。言い方を
変えると、「異物」という何か特定の物がある訳
ではなく、そのものの状態と状況により「異物」
になったりならなかったりすると言うことが出来
ます。
　筆者の学生時代（昭和 40 〜 50 年代）、大学の
近所に“ゴキブリ飯店”と学生達から呼ばれそこ
そこ人気の“町中華”の店がありました。このあ
りがたくない名前の由来は、（真偽のほどは分か
りませんが）ある学生がこの店でラーメンを完食
したところ、最後にラーメンどんぶりの底に“黒
いもの”を発見したと言う“逸話”によるもので
した。
　この話は、今から何十年も前の話で、現代にこ
の様なことが許容されるとは思いませんが、その
当時は、ラーメンにゴキブリが入っていても、「大
問題だ !」と激怒する人もいれば、「汚い店の方が
美味い !」などと大して意に介さない人も実際に
いました。同様に、食品に髪の毛が入っていても、

「取って捨てれば大丈夫、死にはしない」などと

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第10回

−異物混入と「当たり前品質」を考える❶−
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言う人もいました。筆者だけでなく、この時代は
「ご飯に小石が入っていて食べたらガリッとした」
程度のことは、大抵の人が少なからず身近に経験
し、大してびっくりもしませんでした。
　これらの話は、食品衛生に対する社会的関心と
期待水準が今よりずっと低かった時代のことで、
現代の常識から考えると、「あり得ない」「非常識」
な反応と言えるでしょう。しかし同時に、ある意
味で、これらの話は「異物」混入の核心を突いて
いるのではないかと考えられます。
　
　何が「異物」か。「異物」の定義は歴史的、文化的、
社会的な背景に強く関わっています。また同時に、
個人的感覚（= 主観的評価）に強く影響されます。
このため、往々にして、消費者は食品を製造・提
供する側の想定（= 業界の「常識」）を超えた反
応を見せることもあります。
　例えば、コンビニで購入した弁当（炒飯）に黒
いゴミが入っていたとのクレームがあり、商品を
回収して確認したところ、炭化した米粒（= おこ
げ）だったと言うクレームがありましたが、この
消費者に対して、仮に、「黒いものは“おこげ”

で食べても問題ありま
せん」と“論理的”に
説明をしたとしても、
当該の消費者が納得す
るかどうかは分かりま
せん。なぜなら、「何を
不快と感じるか」は優
れて個人的な感覚によ
るもので、“理屈”では
ないからです。
　したがって、同じ時
に、同じ状況に直面し
ても、ある「異物」に
対しての反応（= どの
程度の不快を感じるか）
は、個々人により大き
な個体差が出る可能性
があります。
　このことは、視点を
変えると、ある「異物」

に対して、ある消費者が感じる不快感は、その「異
物」が有する危害の大きさ・重大さには必ずしも
比例していないと言うことを意味しています。こ
れが「異物」混入問題で、最も重要でかつ厄介な
ポイントです。

2.「危害要因」としての「異物」

　筆者自身が以前に経験した例ですが、弊社の取
引先である某高級スーパーで惣菜（海鮮焼きそば）
を購入し、自宅へ持ち帰り電子レンジで“チン”
して食べようとしたところ、中から“しわくちゃ”
になった、何も表示のない透明なフィルムが出て
きたことがありました（写真 1）。筆者は、この
事実を取引先の窓口である品質管理室担当者に伝
えましたが、この担当者もその“混入”物が何な
のか分からず、結局、商品部に確認したところ、「保
護用シートを商品の上（外装フタと焼きそばの間）
に載せている」との返答がありました。筆者はこ
の説明を受けて、それ以上は何もしませんでした
が（返金もありませんでした !）、もし一般消費者
が相手だった場合、筆者のように“冷静”に反応

表1　異物の内容（2014年度受付分、複数回答）（件（%））

異物の内容
食品の異物混入 n=1,852

食料品 
n=1,656

外食・食事宅
配 n=196

虫など
（小計 345件）

ゴキブリ、ゴキブリの足など 49（2.6）
318（19.2） 27（13.8）ハエ、ハエの幼虫など 31（1.7）

ゴキブリやハエ以外の虫 265（14.3）

金属片など
（小計 253件）

針金、釣り針など 93（5.0）

237（14.3） 16（8.2）ステープラーの針など 21（1.1）
カッター、刃物など 5（0.3）
他の金属片など 134（7.2）

人の身体に係るもの
（小計 202件）

毛髪や体毛など 148（8.0）

169（10.2） 33（16.8）歯、歯の詰め物など 27（1.5）
爪、つけ爪（ネイルを含む） 19（1.0）
ばんそうこう 8（0.4）

（硬質な）プラスチック片など 140（7.6） 127（7.7） 13（6.6）
ビニール、フィルム（テープ類含む）など 87（4.7） 74（4.5） 13（6.6）
紙くず、布繊維くず（スポンジ、たわし含む）など 76（4.1） 69（4.2） 7（3.6）
食肉や魚の骨など 55（3.0） 34（2.1） 21（10.7）
石・砂など 48（2.6） 44（2.7） 4（2.0）
ガラス、陶器片（皿のかけら含む）など 41（2.2） 29（1.8） 12（6.1）
ゴム、ゴム片など 33（1.8） 28（1.7） 5（2.6）
楊枝、割箸などの木片 29（1.6） 27（1.6） 2（1.0）
小動物の死骸、羽根、フンなど 21（1.1） 19（1.1） 2（1.0）
その他不明 540（29.1） 495（29.9） 45（23.0）
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する人ばかりとは限りません。
　食品を「作る側」にとっては「常識（例えば、
商品のフタ内側に保護用の透明フィルムを置くこ
と）」であったとしても、「買う側」「食べる側」
が同じ「常識」を理解しているとは限りません。
想定していない状況に直面した（例えば、惣菜の
中から透明フィルムが出てきた）時に、「??」と
感じるのは筆者だけではないでしょう。そして、
その後に、どのような反応→行動を取るかは千差
万別なはずです。
　これらのことから、異物に対する基準や許容限
界は、食品を製造、提供する側や基準や論理だ
けで考えてはいけないと言うことが分か
ります（間違っても、「その程度はしょ
うがない」などという考えはあり得ませ
ん）。
　言い方を変えると、異物混入に対して
の判断基準は、「その食品を買った人、
食べた人や不審に感じるか、不快と感じ
るかどうか（=「こんなものが入ってい
て嫌だ !」）を、同時に考えなければなら
ないことを意味しています。
　異物混入は、法律的には、食品衛生法
第 6 条第 4 号 iv によって、「人の健康を
損なうおそれのある異物の混入した食
品」の販売は禁止と定められています。

しかし、この法的基準を厳密に解釈すると、「異
物があっても人の健康を損なうものでなければ良
いのか（例えば毛髪の混入）」と言う疑問が湧い
てきます。実際に、「（硬質異物以外の）異物は、
衛生管理上の問題であって、「危害」要因ではな
い」と言う意見の食品安全の専門家もいます。ま
た HACCP では、異物混入の大半 v（例えば「毛
髪の混入」など）は「前提条件プログラム（PRP）」
で対応すべきものと位置付けられます。
　「人の健康を害する可能性があるか」という「健
康被害」の可能性を判断基準として考えると、こ
れらの異物混入に対する評価基準は妥当でしょ
う。しかし、筆者は、この健康被害の可能性を基
準とした異物混入の考え方だけでは不十分である
と考えています。
　図 1 は、弊社の社員教育用資料の一部で、食
品「事故」の種類と原因を分類したものです（注：
弊社内教育用資料なので、衛生・洗浄作業に直接
関連しないものは表記していません）。この図で
分かるように、弊社では「異物混入」を「食中毒」、

「食物アレルギー」、「腐敗・変敗」と同列の、重
大な食品事故として位置付けています。この考え
方に対して、重大な健康被害を伴う可能性のある

「食中毒」「食物アレルギー」と、「異物混入」を
同列に扱うのはおかしいという意見もあるかもし
れません。
　しかし、評価の軸を「健康被害の可能性」か
ら「消費者の満足／不満足」に視点を変えて見る

写真1 惣菜の中から出てきた透明フィルム。フィルムにも
商品パッケージにも何も表示がなかった

図１　食品の事故と原因

食品事故

異物混入

品質変化

食中毒

腐敗・変敗

醸造・発酵

人に由来する異物

内部で発生する異物

外部から持ち込まれる異物

細菌性食中毒

ウィルス性食中毒

自然毒/ 化学的食中毒

食物アレルギー アレルゲンの交差接触
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と、全く違った景色が見えてきます。異物混入は、
「食中毒」と比較すると、「健康被害」が発生する
可能性と、発生した際の重篤性は低い（もしくは
無い）かもしれません。しかし、過去の異物混入
の事故事例（「シーチキン」や「カップ焼きそば」
の例は、まだ記憶に新しい）を見れば、「異物混入」
は企業や商品のブランド、信頼という、事業者に
とって最も重要な無形資産に致命的なダメージを
与える可能性があることは明らかです。

3. 消費者にとっての「当たり前」と「不満」

　異物混入と消費者の関係は、「当たり前品質 vi」
という概念で考えると良く理解できます。「当た
り前品質」とは、消費者が「当たり前」として、
当然期待する「品質」vii レベルです。この「当た
り前品質」は、消費者にとっては「当たり前」の
ことなので、それが満たされたとしても、それに
より満足度が向上する訳ではありません。しかし、
この「当たり前」が満たされなかった場合（＝「当
然のこと」と思っていたことが提供されなかった、
裏切られたとき）、それは大きな不満となり、消
費者の満足度を大きく押し下げる可能性がありま
す。
　事業者が注意すべきことは、この「当たり前品
質」は事業者にとっては「当たり前」過ぎて、目
立たないため（＝ちゃんとできているのが“当
たり前”と過信、
もしくは大して重
要なことではない
と誤信している）、
そのため改善の優
先順位が低くなる
可能性があること
です。　
　食品が「安心し
て食べられる」こ
と は、 消 費 者 に
とっては「当たり
前」のことです。
したがって、仮に
食品から髪毛が 1

本出てきたとしたら、それに直面した人にとって
は「当たり前品質」の欠落であり、これにより大
きな不満が生まれます（当然、この際に感じる不
満の程度には個体差があります）。これが、「異物
混入」では、健康被害リスクは大きくなくても、
事業者にとっては大きなダメージとなる可能性が
ある理由です。
　「商品」とは、いくつもの「要素（便益性）」の
集まった「便益性の束 viii」と考えることができま
す。消費者は、ある商品に対して、その商品の構
成要素（例えば、食味、におい、見た目、“変な
もの”が含まれていないことなど）の全てが、消
費者の考える「当たり前」の水準以上であること
を当然のこととして期待しています。仮に、ある
商品の構成要素が、１項目を除いて全て「当たり
前」の水準以上であったとしても、何か１つでも

「当たり前」水準以下の要素があると、その商品
に対する評価は最も低評価の要素によって規定さ
れます（日常生活の中でも、こうした例は身近に
経験しているはずです。例えば、リーズナブルな
価格で、おしゃれで、美味いレストランがあった
としても、その店で何か“不当”な扱いを受けた
と感じた場合、その店への評価（ロイヤリティ）
は急落します）（図２）。
　消費者が、何か「不満」を感じたとき、どのよ
うな反応→行動を取るかは、「不満反応 5 段階モ
デル」（図 3）ⅸが理解の参考になります。

図2　『当たり前品質』と顧客の満足度の関係

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

「当たり前」の水準

消費者が認識する
レベル

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

顧客の
動機付け要因

すべての要素で「当たり前」水準を達成することが必要

顧客の評価は最低の要素のレベルに規定される

「一点豪華主義」で自社の特徴を明確にする

全要素で「当たり前」レベルを達成した上で、
自社の特徴を際立たせる
全要素の「平均点」を上げても特徴付けには
ならない
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　前述した通り、異物混入は個人の感覚や価値観
などに強く関連しています。消費者が、異物混入
で不満や不快感を感じたとき、多くの場合、他者
にその不満を伝えると考えられています（一説に
よると、90％程度の人は自分の不満を積極的に他
者に伝える x）。特に、SNS が広く普及した現代
では、“悪い話”の伝播力は想像を絶するものが
あります（図４）。

図4　SNS上の不満の声を見た見込み客の行動

（出典）「消費者と企業のコミュニケーション実態調査」
トランス・コスモス株式会社（2021年）

その商品の購入を
やめる・躊躇する

同一企業の別商品の
購入を考え直す

購入検討中の人に
批判的な意見を伝える

40％

27％

16％

　誰かが、異物混入で“被害”にあったと感じた
とき、そのネガティブ・コミュニケーションのイ
ンパクトは、最悪の場合、企業やブランドに致命
的なダメージとなり、このとき、 “正論”で弁明
や反論しようとしても、その圧力に抗することが
困難なことは、過去の多くの残念な事例が示して
います。
　異物混入は、場合によっては、食中毒や食物ア
レルギーよりも強烈なネガティブ・インパクトを、
事業者とブランドに与える可能性があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（次回へ続く）

   i 厚生労働省「自主回収報告制度（リコール）に関
する情報」は、健康被害発生の可能性に基づいて、

「リコール食品等」を「CLASS  1（喫食により重
篤な健康被害または死亡の原因となり得る可能性
が高い場合）」から「CLASS 3（喫食により健康
被害の可能性がほとんどない場合）」の 3 クラスに
分類している。

ii 「食品の異物混入に関する相談の概要」、独立行政
法人国民生活センター、2014 年

iii  「異物は、生産、貯蔵、流通の過程で不都合な環境
や取り扱い方に伴って、食品中に侵入または混入
したあらゆる有形外来物をいう。但し、高倍率の
顕微鏡を用いなければ、その存在が確認できない
程度の微細なものは対象としない。」、厚生労働省
監修『食品衛生検査指針』第 9 章

iv 食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）「第
二章　食品及び添加物」

 「第六条　次に掲げる食品又は添加物は、これを販
売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の
場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供する
ために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、
調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。
ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食
に適すると認められているものは、この限りでない。

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは
付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、
人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労
働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、
人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、
人の健康を損なうおそれがあるもの。」

v 異物混入のうち、「金属異物」など「危害」の可能
性のあるものは HACCP で CCP 管理の対象とす
べきハザードと位置付けられる。

vi  「不満足度の改善：顧客離脱を防ぐための戦略的
アプローチ」、株式会社グループワークス HP

vii 「品質は、顧客価値や満足と密接に結びついている。
狭義で考えれば、品質の良さとは「欠陥がないこと」
だと言えるだろう。……品質とは顧客ニーズを満
たすことのできる製品やサービスの特徴および特
性を総合したものである」フィリップ・コトラー、

「コトラーのマーケティング入門」
viii 「単に目に見えるものだけが製品ではない。幅広く

定義すると、物的生産物、サービス、人材、場所、
組織、アイデア、またはこれらをミックスしたも
のを含んでいる。」フィリップ・コトラー、「マー
ケティング原理」

ix 「消費者の心理と行動 (3) 不満が表面化した時に取
る行動」若山大樹、日本経済新聞（2019 年 7 月 19 日）

x 「顧客がサービスに不満を持った場合、88％がその
不満を他人に伝える」、AMERICAN EXPRESS の
調査（2011 年）

レベル１：
◦不満を感じても、誰にも何も言わない
◦「何もせず我慢」する段階
レベル２：
◦2度と買わないと思う
◦「不買い」の段階
レベル３：
◦友人・知人に不満を持ったことを伝える
◦「悪い口コミ」をする段階
レベル４：
◦店にクレームを告げて問題解決を探る
◦「苦情」を伝える段階
レベル５：
◦最も強い不満反応で、公的機関などの
　「外部機関に訴える」段階

図3　ウィルスキーの不満反応５段階モデル
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1. 異物混入はなぜ発生するのか

　前回は、「異物混入」問題の本質を、食品を購
入し消費する消費者の側から考えましたが、今回
は、異物混入を発生させる原因とその防止対策に
ついて考えます。

　異物混入について考えるためには、まず何が
「異物」なのかを考えなければなりません。「異物」
の定義を調べると、異物には何通りかの分類方法
があることがわかります。比較的よく行われるの
は、異物の「性質」による分類で、この分類方法
では、異物は

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第11回

−異物混入と「当たり前品質」を考える❷−

図１　発生事由による異物混入の３分類

異物混入

人の身体から発生するもの⇨毛髪、体毛、歯の詰め物など
人の行動に起因するもの⇨工場のルール違反により発生するもの

（持ち込み禁止品ルール、作業手順の違反など）

「５S」の不徹底で発生するもの⇨整理整頓の不備、設備・機器類劣化の放置など
「５S」の不徹底により工場内で生息・繁殖した衛生獣害虫に原因するもの

⇨衛生害虫もしくは体の一部、小動物の排泄物など
設備機器類や什器備品のメンテナンス不足で発生するもの

⇨ネジなどの部品類、ゴム片など
作業ルールの無視・不徹底に起因して発生するもの

⇨ビニール・フィルム片、ゴム手袋片など

生産活動に起因して工場内に持ち込まれたもの
⇨原材料や包材類の搬入・保管ルールの違反、不徹底

工場外より飛来・侵入する衛生獣害虫
外部業者（設備機器類のメンテナンス、清掃など）により場内に持ち込まれたもの

外部から持ち込まれる異物

内部で発生する異物

人に由来する異物
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①	動物性異物（人や虫、その他動物に由来する
異物。毛髪や衛生害虫など）

②	植物性異物（植物片、種子など植物に由来す
るもの）

③	金属・鉱物性異物（石や砂、金属、ガラスな
どに由来する異物）

の 3 種類に分類 i することができます。
　しかし、このように「性質」をもとにして考え
ると、異物を分類することはできますが、なぜ、
どこで、どうして異物が発生し、混入するのかを
明らかにするためには不十分です。
　弊社では、異物混入を、その由来と原因を基準
に 3 種類に分類しています（弊社の業務内容と責
任範囲から、この分類には「原材料由来」のもの
は除外しています）（図 1）。これは、異物混入の
防止対策を考えるためには、異物がどこで、なぜ
発生するのか、その由来と原因を考えることが、
現実的な問題解決を検討するためには最も重要と
考えるからです。
　異物混入の防止対策は、異物をその「由来」を
もとに以下の 3 種類に分類し、それぞれ発生原因
とそれに対する是正策を検討します。

1「人」に由来する異物
　何らかの形で「人」、もしくは人の「行動（意
図しないものも含む）」の結果として発生する「異
物」で、発生事由により　
①	人の身体から発生するもの（毛髪、体毛、歯

の詰め物など）
②	人の行動に起因するもの（持込禁止品ルール・

作業手順・場内入場ルールなど、工場の定める
ルールや基準が遵守されないことで発生する）

の 2 タイプに分けて考えます。
　同じ「人」由来の異物でも、①「身体から発生
する」ものと、②「行動に起因するもの」では発
生事由が全く異なります。したがって、これらに
対する対策は、それぞれの「発生ポイント」ごと
に異なる対策が必要です。

2工場「内部」で発生する異物
　工場内部で、生産活動もしくは環境衛生の不徹
底の結果として発生する「異物」で、発生事由に

より
①	「5S」の不徹底が原因で発生するもの（場内の

整理整頓の不徹底、設備類の劣化の放置、天井・
高所壁面などへの汚染の堆積、給排気設備の
管理不足によるものなど）（写真 1・2）

②	「5S」の不徹底により工場内で生息・繁殖した
衛生獣・害虫類が原因で発生するもの（衛生
害虫もしくは羽など体の一部、ねずみなど小
動物の排泄物など）

③	設備・機器類や什器備品類のメンテナンス不
足により発生するもの（ネジなど機械類の部
品、ゴム片、硬質プラスティック片など）

④	工場内作業ルールの無視や不徹底に起因して
発生するもの（ビニールやフィルム片、ゴム
手袋片など）

　の 4 タイプに分けて考える必要があります。
　①の「5S の不徹底」により発生するものは、「工
場内環境の計画的管理の不備（=「衛生の死角」

写真1　整理整頓が不徹底な状態

写真2　ダクト管の断熱材が劣化したままに放置されている
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ii）」が原因であり、これらの問題は一過性の“大
掃除”では根本的な解決（問題の発生原因の解消
=「是正」措置）にはなりません。①だけでなく、
③や④に対しても、予算計画に裏付けられた年単
位の工場内環境管理計画や、設備機器類のメンテ
ナンス計画に基づく計画的管理が必要です。
　②の「衛生獣害虫」対策に関しては、筆者の専
門外なので、各専門家諸氏の優れた研究や提案 iii

を参考にすることをお勧めします。

3「外部」から持ち込まれる異物
　工場の外部から持ち込まれた「異物」で、発生
事由により
①	生産活動に関連して工場内に持ち込まれるも

の（原材料や包装資材類の搬入や保管ルール
の違反・不徹底によるものなど）

②	外部より飛来・侵入する衛生害虫や鼠族類など
③	清掃・メンテナンス作業や外部業者（設備機

器類のメンテナンス業者、清掃業者など）に
より場内に持ち込まれたもの

の 3 タイプに分けて考える必要があります。
　①の「生産活動に関連して持ち込まれる」もの
は、原材料や包装資材類の搬入と保管ルールの見
直しと関連させた検討が必要です。
　写真 3は、あるケーキ工場の清潔区域内で撮
影したものですが、原材料の納入業者が（帽子と
上着は着用していますが）、業者の台車で工場外
から清潔区域内へ直接納品を行なっていました

（写真 3）。
　工場内の清潔区域や準清潔区域内へ、原材料や
包材類が段ボール箱のまま持ち込まれ、箱ごと置
かれているのを見かけることがあります。
　段ボールは、強度を上げるため、中芯と呼ばれ
る波形部分があり、この波形の隙間部分が虫の棲
息場所となりやすく、また同部分に卵が産みつけれ
ている場合があります。また、輸送用に使用された

写真3	 納品業者が清潔区域内に工場外から直接搬入
している

写真4　外部業者により場内に持ち込まれた工具箱

表1　「持ち込み品管理表」の例
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段ボールは、外部環境
の影響を受け、細菌類
により汚染されている iv

可能性があります。
　したがって、段ボー
ル箱は保管場所を決
め、場内に原材料を
搬入する場合は専用容
器などに移し替え、段
ボールの清潔区域・準
清潔区域内への持ち込
みは禁止します。なお、
開封後の段ボールは、
速やかにゴミ庫へ移し
保管します。
　③の「清掃やメンテ
ナンス作業により場内
へ持ち込まれるもの」
への対策に関して、全
く“無防備”な工場をしばしば見かけます。写真
4は、機械メンテナンスのために、外部のサービ
スエンジニアが清潔区域内に持ち込んだ工具類で
すが、工具箱の中の工具やネジ類が整理されてい
ません。このように、清掃やメンテナンスなどで、
場内へ持ち込まれる工具類などの管理（特に、ね
じやナット類などの員数管理）は、残念ながら不
備な場合が多いので、「持込品管理表」（表1）を
準備し、作業前に場内に持ち込んだ員数と、終了
後に場内から搬出した員数と状態を点検し、持込
品に破損や員数の差（= 不明品）がないことを確
認します。なお、万一持込品の破損や員数不足を
確認した場合は、必ず場内を点検し、持込品の破
損片や不明分を回収します。

2. 異物対策は「人」を通じた
　 「環境」マネジメント

　筆者は、かつて先輩から、「個人衛生を徹底す
れば食品事故の 80% は無くなる」と教えられた
ことがあります。この“80%”の根拠は不明です
が、少なくとも、異物混入防止にとっては、個人
衛生の徹底が非常に効果的と考えています。

　異物混入は、食中毒事故と比較すると、発生ポ
イントの特定（どこで、どうして混入したか）が
困難です。異物混入の多くは、「人」と「ハード

（工場設備・機械類、包装材類など）」との関係に
より発生します。そのため、何か特定の対策（例
えば、毛髪の混入防止対策として「毛髪・塵埃の
吸引除去機」を設置するなど）だけでは、解決す
ることは困難です。
　視点を変えると、異物混入対策とは、「人」を
通じた「環境（物理的な環境だけでなく、“組織
風土”を含む）」のマネジメントであると言えま
す。したがって、異物混入の防止対策には、工場
内の全域と生産の全行程で、異物の原因となる物
質が発生する可能性と、異物混入の原因物質が食
品と接触する可能性の、両方の「確率」を低下さ
せるための、「人」+「ハード」の習慣作り（=「5S」
の徹底）が不可欠です。
　異物混入の防止には、「個人衛生」の徹底が最
初に取り組むべき課題で、かつ非常に効果的な対
策です。異物の内容分析を見ると、「人由来」物
質の割合は僅か 10 〜 20% 程度 v です。しかし、
異物混入が「人」+「ハード」の関係で発生する
こと考えると、「人」と「組織」の意識をどのよ

図2　「人」の活動を中心とした異物混入対策

勤 務 中勤務外・出勤前

個人衛生

私物管理

出勤時・勤務前

更衣室・ロッカー

ユニフォーム

作 業 中

休 憩 時

入室方法

定期的ヘアカット

毎日の洗髪・入浴

毎日のブラッシング

私物持込みルール

私物管理ボックスの設置

作業用指定用具の見直し

清掃の範囲と頻度
ロッカーの整理整頓
ユニフォーム専用ロッカー
着替え前のローラー掛け

素材と形状の見直し

洗濯・交換頻度の順守

洗濯は専門業者へ委託

入室ルール
粘着ローラー掛け
エアシャワーの管理
作業着着用ルール

服装の相互チェック
定期的なローラー掛け
原料・商品の保管ルール
作業方法・動線の見直し

休憩時の脱衣ルール
トイレ時の脱衣ルール
脱帽ルール（いつ、どこで）
再入室時のローラー掛け
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うに変容させるか（= 食の安全に対する自分自身
の役割と責任の自覚）が、異物混入を発生させる

「確率」を下げるために重要であり、そのためには、
誰にとっても身近で、自分に直結した「毛髪混入
防止」活動など個人衛生の強化活動は、環境衛生
に対する「意識」と「景色」を変える“きっかけ”
作りとして非常に有効です。

3.「人」を中心とした異物混入防止対策

　「人」を中心とした異物混入防止対策の実効性
を上げるためには、
①落とさない・作らない
②落ちてしまったものは取り除く
③工場内に持ち込まない
　の「異物混入防止の 3 原則」に基づいた具体的
な対策が必要です vi。実際に対策を計画・実行す
るに当たっては、何を優先し、①〜③をどの様に
組合せるか、各工場の現状と課題をもとにした検
討が必要です（図 2）。

1「落とさない・作らない」ための対策
　毛髪混入の場合を考えると、通常の健康人で 1
年間に 2 万本以上の毛髪が抜け替わる（= 抜け落
ちる）と言われています。これは 1 日当たりに換
算すると、毎日 50 〜 60 本の毛髪が、誰でも自然
と抜け替わっていることになり、工場に出入りす
る人（従業員 , 配送・納入などの関係者など）全
員に、これだけの本数の毛髪（総人数× 50 本）
を落下させる可能性があることを意味していま
す。このことから、毎日の洗髪やブラッシングが
毛髪混入防止のために有効な対策であることが分
かります。
　異物混入の発生源対策として有効な「落とさな
い・作らない」対策として、
◦	ユニフォームを整備し、洗濯と着用基準を徹底

する（“しわくちゃ”のユニフォームを着用さ
せない、ユニフォーム下に着用できる衣類の条
件を定める、場内での“腕まくり”禁止など）

◦	毎日の入浴、洗髪により抜けた毛髪・体毛を除
去する

◦	原材料、仕掛品、製品を異物が混入可能な状

態で放置しない
◦	製造工程を改善し、うつむき作業や作業者が

ライン上に被さるような動作をなくす
◦	場内の整理・整頓を徹底し、毛髪やごみ、不

要物を工場内にとどめない
　などが挙げられます。

2「落ちてしまったものは取り除く」ための対策
　落ちてしまったものを確実に発見し、速やかに除
去するためには、工場内の整理整頓を徹底し、掃
除しやすい条件を日常から整えることが必要です。
　掃除を行う際には、「見える場所」「掃除しやす
い場所」だけでなく、作業台や生産機械の下部・
周辺、階段、更衣室などの「見えにくい場所」「掃
除しにくい場所」の掃除が特に重要です。
　異物の拡散防止対策として有効な「落ちてし
まったものは取り除く」対策として、
◦製造ラインとその周辺を目視確認し、異物の原

因となる可能性のあるものは除去する
◦	金属探知機等の検査機器を設置する
◦	通路・廊下・階段の清掃を徹底させる
◦	更衣室・休憩室の清掃を徹底させる（特に個

人ロッカー、休憩用ソファーなど。また、ゴ
ミが溜まりやすいカーペット、畳、スノコは
使用しない）

◦	ユニフォームの洗濯基準と交換頻度を決める
（ユニフォームの洗濯は外部の洗濯サービスを
利用する）

◦	スリッパ・作業靴類の内部、および表・裏面
の洗浄・清拭を徹底させる

◦	時間を決め、ユニフォームのチェックと粘着
ローラー掛けを実施する

などが挙げられます。

3「工場内に持ち込まない」ための対策
　工場内で発生する異物を除くと、異物は必ず人・
物・空気のいずれかの移動に伴い場内に侵入しま
す（小動物、衛生害虫に由来するものは除く）。
したがって、いかにして場内に異物を入れないか、
その水際対策が異物対策にとって第一優先課題と
なります。
　毛髪の例で考えると、ユニフォームに着替える
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前に下着にローラー掛けをすると、2 〜 3 本の毛
髪が付着していることがしばしばあります。した
がって、ユニフォーム着用前に、下着への粘着ロー
ラー掛けを徹底させることは効果的です。
　異物を「工場内に持ち込まない」ために有効な
対策として、
◦	出入口などでエアーシャワーと粘着ローラーによ

り作業者に付着した毛髪・ゴミなどを除去する
◦	ユニフォームの着替えルールを見直す（着替え前

のブラッシング、下着への粘着ローラー掛けなど）
◦	ユニフォーム・帽子の素材と構造を見直し毛

髪・ゴミ類の付着を減らす
◦	エアーシャワーの管理基準を見直す（床面・

壁面・フィルターの清掃、出口外側への粘着
マット設置、設備点検の頻度など）

◦	「場外」から「場内」へ入場する場合、理由の
いかんに関わらず（トイレ、休憩明け、ゴミ出
しなど）、必ずルール通りの「ローラー掛け」と

「手洗い」を実行させる。エアシャワーを経由し
ないで「場内」へ入る“バイパス”は禁止する。

◦	従業員の私物管理規定を明確にして私物の場
内持ち込みをなくす（原則として、私物は一
切持ち込ませない）

◦	作業で使用する工具や事務用品の種類と個数
は工場で定めて、必要数を準備する。「場内」
での私物の工具・事務用品の使用は禁止する

◦	外部業者（清掃、納品・配送など）の入場と
搬入ルールを作成し , 作業者の衛生教育を徹底
させる
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性」、株式会社東邦微生物病研究所 H	P（https://
www.toholab.co.jp/info/archive/16083/）

v	 拙稿「異物混入と「当たり前品質」を考える①」、
月刊 HACCP 誌 2025 年 4 月号

vi	詳しくは、拙稿「人を基軸にした異物対策のシス
テムと運用方法」（『異物混入対策』株式会社技術
情報協会）を参照
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1.食物アレルゲンの「交差接触」による事故

　「20 世紀は感染症の世紀、21 世紀はアレルギー
の世紀」i と言われるほど、現代に生きる私たち
にとって「アレルギー」は非常に身近で、かつ重
大な健康上の問題となっています。アレルギー疾
患のうち、特に食物アレルギーは重大で、人口に
対して数〜 10% 程度の割合で食物アレルギー患
者がいる ii と推定されています。
　食物アレルゲン iii への「感受性」や「重篤度」
は個体差が大きく、一定ではありません。ある食
物アレルゲンに対する感受性には個体差がある

（ごく微量でもアナフィラキシーを発症する人も
いれば、もっと多量に摂取しても発症しない人も
います iv）だけでなく、同じ個人でも、あるアレ
ルゲンに対しての感受性や重篤度は、その時の体
調などの要因の影響で、いつも一定とは限りませ
ん。したがって、食物アレルゲン含有量の「閾値」
は 10ppmv と極めて微量な基準（「浴槽に小さじ
1/2 程度の特定原材料を入れた時の濃度」 vi 以下）
での管理が求められます。

　食品製造においては特定原材料等（特定原材
料 8 品目及び特定原材料に準じるもの推奨 20 品
目）（表 1）の「交差接触 vii」を発生させないため、
製造工程と製造環境のアレルゲン管理が非常に重
要な課題です。
　食中毒対策の場合、食品が病原性細菌に汚染さ
れた場合でも、菌数が「閾値」を超えなければ発
症の可能性は極めて小さく、また、仮に食品が汚
染された場合でも、製造工程中の後工程（加熱工
程など）で、リスクをコントロールすることも可
能（芽胞菌による汚染など例外もある）です。
　これに対して、食物アレルゲンの場合、閾値が
前述の通り極端に小さく、また、一旦交差接触が
発生すると後工程でこれを除去することは不可能
です。したがってアレルゲン管理の場合、前述の
通り、人によってはごく微量でも発症する可能性
があるため、全ての場所・作業で、例外なく「管
理基準値」以下のレベルでの持続的な管理が要求
されます。
　微生物を対象とした管理では、食品に直接接す
る「食品接触面」とそれ以外の場所では異なる管

理基準での管理も可能
ですが、アレルゲン管
理の場合は、食品と直
接接触しない部分・場
所（場外や人も含めて）
であっても、「食品接触

食品工場における
衛生管理の仕組みづくりと実務

SOCSマネジメントシステムズ株式会社
代表取締役 田中 晃第12回

食物アレルゲンの「交差接触」を防止する衛生・洗浄作業

表1　食物アレルギー表示対象品目

表示 用語 品目
義務 特定原材料（8品目） えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生 （ピーナッツ）

推奨 特定原材料に準ずるもの
（20品目）

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キ
ウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば 大豆・鶏肉・バナナ・豚
肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

『加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック』（消費者庁）
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面」と同一基準での管理が要求されます。

2.アレルゲン対策としての衛生・洗浄作業

　食品工場における食物アレルゲン事故は、その
発生原因によりいくつかのグループに分類するこ
とができます。
◦ アレルゲン管理の不備（アレルゲン情報の把

握不足、原材料のラベル確認不足）
◦ 誤った食品アレルギー表示（ラベルやパッケー

ジの誤表示、アレルゲンの表示漏れ）
◦ 交差接触の発生（不十分な衛生・洗浄作業、

手洗いや個人衛生の不備、製造環境へのアレ
ルゲンの拡散・堆積）

◦ 不適切な製造工程・作業環境（不適切な作業
順序、器具や機械の共用、アレルゲンを含む
原材料と含まない原材料の保管管理の不備）

◦ 従業員の知識不足・ヒューマンエラー（教育
不足、作業ミス）

　このように分類してみると、食物アレルゲン事
故のうちの一定程度（正確な割合は不明ですが）
は「交差接触」が主な原因と推認されますが、こ
の交差接触防止のためには、生産ラインや製造環
境の衛生・洗浄作業の役割と責任 viii が重大であ
ることがわかります。

　“アレルゲン対策”としての衛生・洗浄作業は、
目的により 2 種類に区分して、それぞれに計画的
管理を行う必要があります。一つは、製造ライン
及びその周辺への食物残渣や汚染、アレルゲンを
除去するため、生産終了時や生産途中の製品切替
時に行う「ライン洗浄」。もう一つは、日常的な
ライン洗浄だけでは管理できない“空調設備”や

“高所壁面”、などの製造室内環境を計画的・予防
的に管理するための「環境洗浄」ix です。
　食物アレルゲンは「タンパク質」であり、加熱
や殺菌ではこれらを除去することできません。ま
た、タンパク質は加熱による「変性」が起きても
アレルゲン性を喪失しないものが多い x ため、衛
生・洗浄作業により製造ラインや製造環境からア
レルゲンを確実に除去すること、アレルゲンを飛
散・拡散させないことが必要です。
　「ライン洗浄」は、アレルゲンの「交差接触」
防止にとって非常に重要かつ有効な管理手段です
が、誤解を恐れずに言うなら、“アレルゲン対策”
として何か特別（もしくは特殊）な洗浄方法が必
要な訳ではありません。
　ライン洗浄の大原則は、「その日の汚れはその日
のうちに除去して、明日に持ち越さない」ことです。
アレルゲン除去を目的とした衛生・洗浄作業手順

（図 1）は、微生物を対象とした衛生・洗浄作業と
基本的手順は同じ xi です。前
述した通り、アレルゲンの交
差接触が発生した場合、これ
を後工程で除去することはで
きません。したがって、より
厳密な作業の品質管理が求め
られます。以下に重要な管理
ポイントを整理します。

1 洗浄の基本作業・動作を
　 標準化する
　洗浄を“人力”で行う場
合、すべての洗浄作業に共通
する、いくつかの基本作業・
動作があります。これらの基
本動作をそれぞれ標準化xiiし、
徹底した OJT により作業者図1　『交差接触』を防止する洗浄作業の５ステップ

残渣を除去する
•乾式で除去できる汚れや残渣を可能な限り回収
•バキュームクリーナー（HEPAフィルター付き）を使用
•エアブロー（圧縮空気）による“吹き飛ばし”の禁止

予備洗浄
•45～50℃の温水を使用
•ブラッシングしながら、機器・設備に付着した残渣・油脂を十分に洗い流す
•高圧洗浄で残渣や汚れを周囲に飛散させない

洗浄剤を使用して洗浄する
•アルカリ洗剤（pH11以上）を使用
•ブラッシングし汚れを完全に除去

すすぎ
•汚れと洗浄剤を完全に洗い流す
•水圧を下げて十分な水量でしっかりとすすぐ
•流水すすぎ後、食品接触面はアルコールで清拭

効果測定
•洗浄結果を確認（ATP、アレルゲン検出キットなど）する
•アレルゲンが検出限界値以下であることを確認する

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5
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に定着させることが第一に必要です。

2 汚れや残渣を確実に除去できる洗剤を選択する
　食物アレルギーのアレルゲンの多くはタンパク
質です。したがって、タンパク質を確実に洗浄・
除去するためには、タンパク質の除去に効果が高
い「アルカリ洗剤」の使用が効果的です。なお、
アルカリ洗剤を使用する場合、温水を使用し、洗
浄後のすすぎ作業を複数回実施して洗剤成分の残
留を防止します。

3 洗浄作業でアレルゲンを飛散させない
　ライン洗浄では、高圧洗浄機による洗浄やエア
ガンによるエアブロー（圧縮空気の吹きつけ）を
行う場合がありますが、これらの作業はアレル
ゲンを拡散させる原因となるので原則禁止 xiii し、
どうしても使用せざるを得ない場合は、使用を許
可する条件と使用ルール（アレルゲンの飛散を最
小化する養生など）を明確に規定することが必要
です。
　高圧洗浄では、使用時の水圧や発生するエアロ
ゾルにより、アレルゲンや汚染物が非常に広範囲
に拡散します。また、エアブローの場合も同様に、
アレルゲンなどを広範囲に拡散させます xiv。し

たがって、高圧洗浄機を使用する場合は、水圧を
下げることで飛散量を減少させること。また、エ
アブローは、特殊構造で他に作業の選択肢がない
場合を除いて、原則使用を禁止し、ウエットクロ
スによる拭き上げなど他の作業選択肢を検討しま
す（図 2）。

4 洗浄器具類はアレルゲン別に専用化し色分け
　 管理（カラーコントロール）する
　洗浄用器具（スポンジ・ブラシ類、バケツなど）
は「非アレルゲン」用と「アレルゲン用」を分け
て、それぞれ専用化して管理（カラーコントロー
ル）します。
　また、複数の異なる種類のアレルゲンを管理す
る場合、アレルゲンの種類ごとに、用具類はそれ
ぞれ専用化して管理します。
　用具類は、使用後は必ず洗剤希釈液に浸漬して
洗浄し、流水ですすいでから次亜塩素酸ナトリウ
ム 200ppm 溶液に 5 分間浸漬して殺菌します。そ
の後、用具類は吊るして乾燥させます。
　アレルゲンを含む原材料を使用した生産ライン
や器具の洗浄にスポンジタワシを使用する場合、
アレルゲン洗浄に使用したのと同じスポンジを非
アレルゲン用ラインや器具に使用すると、スポン

図2　食物アレルゲンの交差接触の発生経路

藤田 八束『空中浮遊菌の殺菌』をもとにSOCSマネジメントシステムズ㈱で作成

空中飛散・落下物

天井・壁・機械類上部

機械・器具・コンベア

床・ライン下・機械下の汚れ

作業靴

作業者

ユニフォーム

原材料由来

飛 散

付着・堆積

付着・堆積

残存・堆積

空 調 機

堆積

製品・原材料

洗 浄 飛 散 接触・付着

接触・付着

エアロゾルの
飛散・拡散
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ジタワシを介した二次汚染が発生する可能性があ
ります。バッター液を使用した実験 xv では、80%
程度の高確率で二次汚染が発生すること、使用後
にスポンジを洗浄しても一部デンプン粒が残留す
る可能性があることが報告されています。
　このことからも、洗浄作業で使用する用具類（ス
ポンジ、ブラシ、ダスターなど）は、特定のアレ
ルゲンごと（例えば、「卵専用」「乳専用」）に専
用化し、色分け区別して、誤使用による交差接触
の防止が重要であることがわかります。
　また、洗浄用具類の保管は、特定のアレルゲン
別に保管場所を区切り、相互の間隔を空けて、他
のアレルゲン専用用具類や一般洗浄用（非アレル
ゲン）用具類との交差接触を防止します（写真 1）。

5 洗浄時の湯温を管理する
　洗浄作業は、「予洗い」⇨「洗剤を使用した洗浄」
⇨「すすぎ」の順で行いますが、この際に使用す
る温水の温度は、洗浄の効果と効率に大きく影響
します。他の条件が同一であれば、洗浄力は洗浄

時の水温に比例します。
　40℃以上の温水で洗浄すると、油脂成分が溶け
やすくなり、油性汚れに対する洗浄効率が上がり
ます。しかし水温が 60℃以上になるとタンパク
質の凝固 xvi が始まるため、洗浄によりタンパク
質が除去しにくくなります。したがって、作業性
と作業者の安全も併せて考えると、45℃〜 50℃
程度の温水で洗浄するのが理想的です。

6 分解しにくい、洗いにくい場所にアレルゲン
　 は残留・堆積する
　製造ラインの洗浄に当たっては、分解できるも
のはすべて分解し、移動可能な設備はすべて移動
させて、「死角」を生まないように洗浄します。
この際、「分解しにくい」「分解すると組み立てが
大変」「洗いにくい」などの理由で、洗浄作業が
十分に行われない可能性のある部分は、「危害ポ
イント」としてリストアップし、定期的に点検し
て、問題が確認された場合は必要な是正措置を施
します。
　また、ラインが上下に重なっている箇所、ライン
上に配管などが設置されているような箇所は、堆
積したホコリやアレルゲンが落下する可能性があ
るので、危害ポイントリストに加えて管理します。
　以下の箇所はアレルゲンが残存する可能性が高
いので特に注意が必要です。
◦ 特定原材料を含む製品と含まない製品の共有

機械・設備
◦ 製造ラインの食品接触面（コンベア、混合機、

充填機など）
◦ 製造ラインの食品接触面に隣接する部分（ラ

イン上の配管、機械の上部、コンベアの裏側・
ガイドなど）

◦ 原材料の計量・調合室（計量機器、ワークテー
ブル、壁面・床など）

◦ シンクなどの洗浄設備と水道の取手
◦ 製造機械類の操作パネル、スイッチ
◦ 製造室内の床、壁面
◦ ビニールカーテン、スイングドア、ドアのハ

ンドル

写真1 アレルゲンと非アレルゲン用の用具はそれぞれ離
して保管し、用具間の交差接触を防止する。この
例では間隔が近すぎる
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7）洗浄手順は有効性を科学的に検証する
　ライン洗浄の作業手順は、合理的かつ効果的な
作業方法・手順を検討し、作業性と洗浄効果を検
証・確認して「標準作業手順書」を作成します。
なお、標準作業手順は、その方法・手順で洗浄を
行った時、確実にアレルゲンが除去されることを
科学的に検証し、確認することが必要です。
　また、標準作業手順と合わせて、その作業によ
る「結果（= その手順通りに作業した場合にどの
ような状態・清浄度になるのか）」を具体的な数値・
条件で定義（例えば、「ATP 測定結果で RLU100
以下など」）し、洗浄結果の「評価基準」を決定
します。評価基準では、結果評価の「判断基準

（ATP 検査値など）」と合わせて、「確認すべきポ
イント（= 危害ポイント）」を具体的に定めます。

8）定期的メンテナンス
　特定原材料を含む製品の製造ライン及び製造環
境は、日常的な衛生管理だけでは機械類内部や製
造環境（床、壁面、天井、高所配管、空調機器な
ど）に汚染が堆積していく可能性があります（写
真 2・3）。したがって、これらに対する定期的な

メンテナンスの実施が重要です。
　定期的メンテナンスでは、製造機械類の上部、
高所壁面、製造ラインの下部など、日常的な作業
だけでは充分に管理しきれない可能性の高い箇所
まで洗浄し、放置による汚れやアレルゲンの堆積
を防止します。
　特に、空調機器は構造上内部に汚れが堆積しや
すいので、フィルターの定期的な洗浄だけでなく、
定期的に機械内部（特に熱交換器内部）を分解洗
浄し、汚れやアレルゲンが堆積しないように管理
します。なお、ソックダクトを設置している場合、
定期的なソックダクトの交換洗浄が必要です。

写真2　コンベア内側に堆積した汚染 写真3　空調機内部に堆積した汚染
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でも重篤なアレルギー反応を発生させる可能性が
ある。
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月号を参照。

x 小川美香子・小林征洋『外食事業者が懸念するアレ
ルゲン混入要因及び食器洗浄機を介した混入実態と
対策』、「日本フードサービス学会年報」2017 年

xi 拙稿『食品工場における衛生管理の仕組みづくり
と実務』（「月刊 HACCP」2024 年 11 月号）を参
照

xii 拙稿『食品工場における衛生管理の仕組みづくり
と実務』（「月刊 HACCP」2024 年 12 月号）を参
照

xiii CODEX『CODE OF PRACTICE ON FOOD 
ALLERGEN MANAGEMENT FOR FOOD 
BUSINESS OPERATORS』2020 年

xiv 粉体の飛散に関する研究（『小麦粉ふるい操作後の
小麦アレルゲンの飛散動向の解析』、橋本博行・吉
光真人・清田恭平、「アレルギー」2017 年 66（３））
によると、ふるい操作によって、粒子径 30 μ m
未満の粒子は空気の流れに乗って周辺に飛散し、
小麦アレルゲンの例では 5m 飛散した。

xv 『スポンジたわしを介した調理用ボウル間の小麦ア
レルゲンの二次汚染』、橋本博行・池田達哉・吉光
真人・清田恭平、「食品衛生学雑誌」2022 年 63 巻
2 号

xvi 卵の場合、60℃〜 65℃で卵白に含まれるタンパク
質（トランスフェリン）が凝固する。さらに温度
を上げ、65℃〜 70℃で保持すると卵黄が凝固し始
め “温泉卵”のような状態になるが、この状態で
は卵白アルブミンは凝固しない。80℃程度で卵白
アルブミンが凝固し“固ゆで”卵の状態になる。
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